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はじめに 

 

 射水市は、富山県の中央部に位置し、コ

ンパクトな市域に海や川、野、里山を含む

豊かな自然を有するほか、住まい、福祉、

教育環境が充実した住みやすいまちとなっ

ています。 

 このような本市の多様な魅力とともに、

それぞれの地域の特性を生かしながら、暮

らしやすく、安心して生活できる地域社会

を実現するため、市民と行政の協働を基本姿勢としたまちづくりを進め

ています。 

 しかしながら、多発する自然災害や急激に進展する少子高齢化、さら

にコロナ禍を契機とした生活様式や働き方の多様化等により、住環境を

取り巻く社会情勢が大きく変化したことから、平成２２年度に策定した

「射水市住まい・まちづくり計画」を見直し、新たに「射水市住生活基

本計画」を策定しました。 

 本計画は、「誰もが自分らしく、支え合いの中で安心して暮らせる住生

活の実現」という基本理念のもと、安全で快適な住環境づくりを推進し、

豊かな住生活を実現するための方針を示しています。「住んでみたい」、

「住み続けたい」と感じられる、持続可能で活力あるまちづくりの実現

に向けて、本計画の推進に全力で取り組んでまいります。 

 結びに、本計画の策定に当たりまして、貴重なご意見をいただいた市

民の皆様並びに熱心にご審議いただいた射水市住生活基本計画策定委員

会の皆様に心から感謝を申し上げますとともに、今後ともより一層のご

指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和３年３月 

射水市長 夏野 元志  
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第1章

第１章　計画策定の目的

１　背景・目的

　　平成18（2006）年に制定された住生活基本法に基づく住生活基本計画（全国計画）は、社

　会情勢の変化等に伴い平成28（2016）年3月に見直しがなされ、国における新たな住宅施策

　の方向性が示された。

　　本市では、平成23（2011）年3月に「射水市住まい・まちづくり計画」を策定したが、近

　年の自然災害の発生や急激な少子高齢化、また住宅セーフティネット等に関する住民ニーズ

　の多様化等、住環境を取り巻く社会情勢は大きく変容している。この状況を踏まえて現行の

　計画を見直し、住まいの安全性・快適性の向上を図るとともに、一人ひとりの豊かな住生活

　の実現に向けた住宅施策を推進することを目的とし、新たに「射水市住生活基本計画」を策

　定する。

２　位置付け

　　本計画は、第12次射水市総合計画を上位計画とし、住生活基本計画（全国計画）や富山県

　住まい・まちづくり計画等を踏まえ策定する本市の個別計画であり、安全で快適な住まいや

　住環境づくりを推進し、豊かな住生活を実現するための施策を、住民や住宅関連事業者、行

　政が協働して行うための基本的な指針とする。

３　計画期間

　　計画期間は10年間とし、10年先を見通した目標を定めるものとする。なお、計画の進捗状

　況や社会情勢の変化への対応が必要な場合、概ね5年を目途に見直しを行う。

令和3（2021）年度～令和12（2030）年度

―1―

関連計画（国・県） 上位計画 関連計画（市）

住生活基本計画

（全国計画）

富山県住まい・

まちづくり計画

第２次射水市総合計画

射水市人口ビジョン及び

第２期射水市まち・ひと・

しごと創生総合戦略

射水市公共施設等

総合管理計画

射水市都市計画

マスタープラン

射水市バリアフリー

マスタープラン

射水市地域防災計画

第２次射水市

地域福祉計画

射水市住生活基本計画

射水市空家等対策計画 射水市公営住宅等 射水市教育振興

関連計画（国・県） 上位計画 関連計画（市）

住生活基本計画

（全国計画）

富山県住まい・

まちづくり計画

第２次射水市総合計画

射水市人口ビジョン及び

第２期射水市まち・ひと・

しごと創生総合戦略

射水市公共施設等

総合管理計画

射水市都市計画

マスタープラン

射水市バリアフリー

マスタープラン

射水市地域防災計画

第２次射水市地域福祉

計画・第３次射水市地域

福祉活動計画

射水市住生活基本計画

射水市空家等対策計画 射水市公営住宅等

長寿命化計画
射水市教育振興

基本計画（後期）
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第２章　住宅・住環境の現状と課題

１　上位計画・関連計画

　(1)  関連計画（国・県）

　　ア　住生活基本計画（全国計画）

　　　(ｱ) 目的

　　　　　国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

　　　　を図るため、基本的な計画を定めるもの（住生活基本法(平成１８年法律第６１号)

　　　　第１５条第１項に規定）

　　　(ｲ) 計画期間

　　　　　平成28（2016）年度～令和7（2025）年度

　　　(ｳ) 住生活に関する施策

視点

　確保

　構築

省エネ、耐久性能等に優れた長期優良住宅等の良質で安全な

住宅の供給

住宅で資金調達を行う金融市場の整備・育成

―2―

　たな住宅循環システムの 人材育成や検査の質の確保・向上

消費者への情報提供の充実

既存住宅の魅力の向上

既存住宅の価値向上を反映した評価方法の普及・定着

　要する者の居住の安定の 生活困窮者自立支援制度等福祉施策との連携

民間事業者の様々なノウハウや技術の活用を促進

４　住宅すごろくを超える新 建物状況調査、住宅瑕疵保険等を活用した品質確保

えた地域の拠点形成による居住環境の再生の推進

公的賃貸住宅団地の建替え等の適切な実施と、その機会をとら

高齢者の住み替え等の住生活関連資金の確保

高齢者に関する相談体制の充実

３　住宅の確保に特に配慮を 住宅セーフティネット機能を強化

サービス付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生涯活躍のま

ち」の形成

形成

居
住
者
か
ら
の
視
点

住
宅
ス
ト

ッ
ク
か
ら
の
視
点

目標 施策

１　結婚・出産を希望する若 民間賃貸住宅の子育て世帯向けリフォーム促進

　年世帯・子育て世帯が安心 公的賃貸住宅への入居支援

　して暮らせる住生活の実現 持家の取得支援

三世代同居・近居の促進

地域ぐるみで子どもを育む環境整備を促進

２　高齢者が自立して暮らす 「新たな高齢者向け住宅のガイドライン」を検討・創設

　ことができる住生活の実現

高齢者世帯・子育て世帯等の支援に資する施設等の地域の拠点
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　向上

　　イ　富山県住まい・まちづくり計画（住生活基本計画）

　　　(ｱ) 目的

　　　　　平成23（2011）年に「富山県住まい・まちづくり計画」を策定したが、近年の自然

　　　　災害の発生や急激な少子高齢化の進行を鑑み、早期に住まいの安全性の向上を図ると

　　　　ともに適切な管理・再生を図る必要があることから、見直しを行い県民の住生活の質

　　　　のさらなる向上を目指すもの

　　　(ｲ) 計画期間

　　　　　平成28（2016）年度～令和7（2025）年度

災害時の安全性の向上

―3―

空き家に関する相談体制や、空き家の所有者等の情報の収集・

開示方法の充実

去を促進

生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、計画的な解体・撤

力の維持・向上

どの世代も安心して暮らすことができる居住環境・住宅地の魅

極的に行われるよう推進

マンションのコミュニティ活動について、多様な主体により積

新たなビジネス市場の創出・拡大を促進

８　住宅地の魅力の維持・

地域の拠点の形成による地域コミュニティと利便性の向上

良好な景観の形成、豊かなコミュニティの維持・向上

７　強い経済の実現に貢献す 設計者や技能者の育成等の生産体制整備

新たな住宅循環システムの構築

　る住生活産業の成長 新たな技術開発を推進

担い手確保及び育成強化

　除却の推進 地方移住、二地域居住の促進

古民家等の再生や他用途活用を促進

福祉施設、宿泊施設等の他用途への転換の促進

多様な賃貸借の形態を活用した既存住宅の活用促進

産
業
・
地
域
か
ら
の
視
点

←
５　建替えやリフォームによ 耐震性を充たさない住宅の建替え等による更新

　る安全で質の高い住宅ス

　トックへの更新

密集市街地における安全を確保するための建替え等を検討

理の促進

耐震性の向上、耐久性の向上、省エネ性の向上と適切な維持管

意欲が刺激されるようなリフォームの促進

ヒートショック防止等の健康増進・魅力あるデザイン等の投資

民間賃貸住宅の修繕資金が確保されるための手段を幅広く検討

リフォーム事業者団体登録制度の充実・普及

マンションに関する適切な維持管理や建替え・改修を促進

６　急増する空き家の活用・
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　　　(ｳ) 住生活に関する施策

―4―

地域の実情に応じた機能の確保

民間活力の活用による整備・管理の効率化

長寿命化等による有効活用

県と市町村の適切な役割分担による供給

公的賃貸住宅の有効活用

民間賃貸住宅の有効活用

長期優良住宅の普及促進

既存住宅の市場の活性化促進

住宅管理業・リフォーム産業の育成

空き家の適正管理及び利活用の促進

５　居住の安定の確保 セーフティネットとしての機能の充実

木造住宅の伝統的な技術の継承・発展促進

住まい・まちづくり支援団体の育成

コミュニティ活動の支援

４　地域住宅産業と住宅市 住宅性能表示制度の普及

　場の活性化 建築士の資質・能力の向上

建築確認・検査の的確な実施

住宅保険・保証制度の普及

住宅紛争防止等に関する情報提供

地域の工務店の近代化・活性化促進

県産材を活用した住宅の整備促進

防犯性能の高い住まい・まちづくりの促進

空き家の除却及び跡地活用の促進

３　共助・協働による住ま 住生活に関する教育活動・広報活動等の推進

　い・まちづくり 建築関係団体と連携した住宅相談体制の充実

　環境の形成 田園地域等における地域活性化施策と連携した住環境の整備促進

景観条例や地区計画制度等による景観と調和した住宅の整備支援

建築協定等による住民主体のまちづくりの促進

伝統的まちなみ等の保全・活用

密集市街地の防災性向上の促進

安全で人と環境にやさしい住まい・まちづくりの促進

バリアフリー・ユニバーサルデザインの普及

サービス付き高齢者向け住宅等の供給促進

高齢者・子育て世帯等の安心居住支援

医療・福祉や子育て支援のサービス施設と共同住宅の併設促進

２　美しい県土に資する住 中心市街地等におけるまちづくりと連動した住まいの整備支援

目標 施策

１　豊かな暮らしを育む住 世代を超えて住み継がれる良質な住まいの普及

　まいの形成 リフォームの支援
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　(2) 射水市総合計画と関連計画（市）

　　ア　第２次射水市総合計画

　　　(ｱ) 目的

　　　　　本市の進むべき方向性を示すとともに、市民と行政が適切な役割分担のもと、目的

　　　　を共有し、協力しあって、まちづくりに取り組むための総合的かつ計画的な指針を示

　　　　すもの

　　　(ｲ) 計画期間

　　　　　平成26（2014）年度～令和5（2023）年度

　　　(ｳ) 住生活に関する施策

　（１）生活関連施設、住宅、学校等のバリアフ

※1：条例は平成26年10月に施行され、平成27年12月に射水市空き家等対策協議会が設置されている。また、

　 平成29年3月には「射水市空家等対策計画」が策定されている。

　（５）住環境の改善や良質な住宅の供給
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第２節　生活環境の充実

第１　２　ユニバーサルデザインの普及推進

　　　　リー化の推進

　第４章　安心して暮らせるまちづくり第１節　防災・減災対策の推進

第３　１　防災都市づくりの推進

　　　２　民間住宅の活用促進

　第３章　快適で住みよいまちづくり 第１節　住宅環境の充実

第１　１　（仮称）空き家等の適正管理及び有効活

　　　　　用に関する条例の制定（※1）

　　　２　空き家対策に関する各種助成制度の創設

　　　３　空き家の有効活用を推進するための情報

　　　　　発信

　　　４　高齢者や若者、子育て世代等の定住に向

　　　　　けた施策の推進

第２　１　既存公営住宅の適正な管理・運営及び施

　　　　　設整備

第４部　潤いのある安心して暮らせるまち

第２部　健康でみんなが支え合うまち

　第１章　健康で元気なまちづくり 第２節　高齢社会対策の推進

第３　１　在宅支援の充実

　（４）安心して生活が継続できる住まいの普及
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　　イ　射水市人口ビジョン及び第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

　　　(ｱ) 目的

　　　　　人口減少の克服と地域の活性化に取り組み、将来にわたって、活力に満ち、市民が

　　　　夢と希望を持てる射水市を創るために講ずべき具体的な施策を示すもの

　　　(ｲ) 計画期間

　　　　　令和2（2020）年度～令和6（2024）年度

　　　(ｳ) 住生活に関する施策

　　基本目標1：結婚・出産・子育て・子どもの学びの環境づくり

　　基本目標2：地域のしごとづくり

　　基本目標3：市の魅力を内外に発信し、新しい人の流れづくり

　　　　　　　　　 　（1）移住・定住への支援　

　　基本目標4：安全で安心して暮らせる時代に合ったまちづくり

 　　 　 　　　（1）安全・安心で持続可能な暮らしの創造

　　　　 　　　（2）誰もが活躍できるコミュニティづくり

　　　 　　　　（3）行政の効率化・連携強化の推進

　　ウ　射水市公共施設等総合管理計画

　　　(ｱ) 目的

　　　　　今後、公共施設の維持更新のため多額の費用が必要となることが予測され、また、

　　　　人口減少等により税収の減少が予想される厳しい財政状況の中で、公共施設等の適正

　　　　な維持管理を長期的な視点で計画的に行うための方向性を定めるもの

　　　(ｲ) 計画期間

　　　　　平成27（2015）年度～令和36（2054）年度

　　　(ｳ) 住生活に関する施策

　　　　　第４章　施設類型ごとの管理に関する方向性

　　　　　　１０　公営住宅

　　　　　　　・「射水市住まい・まちづくり計画」を改定し、施設数を削減する。

　　　　　　　・存続施設は「予防保全型」による対策を実施するとともに、長寿命化を図る。

　　エ　射水市都市計画マスタープラン

　　　(ｱ) 目的

　　　　　著しい社会情勢の変化に対応するとともに、地域の魅力を高め、持続可能な都市経

　　　　営を展望しながら、その実現に向けたまちづくりの方向性を明らかにするもの

　　　(ｲ) 計画期間

　　　　　令和2（2020）年度～令和21（2039）年度

　　　(ｳ) 住生活に関する施策
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第５章　都市整備の方針

１．土地利用の基本方針 （１）住宅地

　■土地利用の体系 　地区の特性に応じた、ゆとりと落ち着きのある良好な住

環境の整備・維持を図る。
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　　オ　射水市バリアフリーマスタープラン

　　　(ｱ) 目的

　　　　　地域における高齢者や障がい者等が日常生活や社会生活を確保する上で生活の支障

　　　　となる物理的障害や精神的障害を取り除き、都市整備等と連携したバリアフリー化を

　　　　推進するため、バリアフリーの基本方針を策定するもの

　　　(ｲ) 計画期間

　　　　　令和2（2020）年度～令和6（2024）年度

　　　(ｳ) 住生活に関する施策

　　　　　第６章　移動等円滑化の促進に向けた取組

　　　　　　６－１　移動等円滑化の促進に向けた取組

　　　　　　　〇建築物・駐車場

　　　　　　　・車いす使用者等に配慮した出入口幅や建具等の改善

　　　　　　　・出入口と歩道等との段差解消

　　　　　　　・障がい者等が利用しやすいエレベーター・スロープ等の設置・改善

　　　　　　　・階段等における手すりや滑り止め等の整備・改善
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　ンによる地域活性化や移住・定住促進等に資する有効活用を

　する。

５．防災の基本方針 ［住宅・建築物の耐震化］

　■防災関連施設の整備 ［市街地における延焼防止基盤の整備、建物の不燃化］

　　空き家、空き地及び空き部屋等については、リノベーショ

　　エリアマネージメントの取組を促進する。

（４）持続性の高い生活関連施設の整備

　【公営住宅】

　　長寿命化を図る施設については、居住性向上や福祉整備等

　の改善整備を推進する。

　　新規整備、用途廃止及び建替え更新に関しては、民間活用

　を視野に入れて検討する。

　　県営住宅の用途変更等を想定しながら、管理戸数の適正化

　や再配置等を検討する。

　【一般住宅】

　　多世代居住の普及啓発、高齢者向け住宅の供給促進、密集

　市街地における共同建替えの促進、既存住宅のリノベーショ

　ンやシェア居住の促進等により、住みやすさの向上と居住の

　安定確保を図る。

３．生活環境の基本方針 （１）地域による良好な住環境の維持・創出

　■良好な市街地環境の維 　・地区計画や建築協定等のルールづくりを促進する。

　　持・創出 　・地域住民や民間が主体となってまちづくりを積極的に行う
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　　カ　射水市地域防災計画

　　　(ｱ）目的

　　　　　近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ、市、防災関係機関、事業者、住民

　　　　それぞれの役割を明確に定めるとともに、相互に有機的な関連をもって、災害予防対

　　　　策、災害応急対策、災害復旧・復興対策を実施することにより、市域、住民の生命、

　　　　身体及び財産を災害から保護することを目的とするもの

　　　(ｲ) 計画期間

　　　　　特に定めなし。（災害対策基本法第４２条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要

　　　　があると認めるときは速やかに修正する。）

　　　(ｳ) 住生活に関する施策

○　被災住宅の応急処理

○　公営住宅等のあっせん・要請

○　広域一時滞在

２　火災に対する建築物の安全化
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　第２章　事故災害等対策

　　第６節　大規模火災対策 第１　災害予防

１　大規模な火事災害に強いまちづくり

第４編　雪害・事故災害等対策編

　　第２７節　応急住宅対策 １　応急仮設住宅の確保

２　被災住宅の応急処理

３　公営住宅等のあっせん・要請

第３編　風水害対策編

　第２章　災害応急対策計画

　　第２７節　応急住宅対策 ○　応急仮設住宅の確保

　　第１１節　避難所の整備 第１　地震に関する対策

３　被災者用の住居の確保

　第２章　災害応急対策計画

４　市街地の再開発

第２編　地震・津波災害対策編

　第１章　災害予防計画

　　第１節　地震に強いまちづくり ３　建築物の耐震不燃化の促進



第2章

　　キ　第２次射水市地域福祉計画・第３次射水市地域福祉活動計画

　　　(ｱ) 目的

　　　　　誰もが住み慣れた家庭や地域の中で自分らしく生きがいを持ち、安心した生活を送

　　　　ることができる社会を目指し、地域の様々な生活の課題解決に向けた施策や体制など

　　　　を計画的に整備し、地域福祉を推進するもの

　　　(ｲ）計画期間

　　　　　令和3（2021）年度～令和12（2030）年度

　　　(ｳ) 住生活に関する施策

　　　　　第4章　施策の展開

　　　　　　基本目標３「自分らしく生活できる仕組みづくり」

　　　　１　包括的な相談支援体制の構築

　　　　２　全庁的な体制整備

　　　　３　制度の狭間の課題解決

　　　　４　更生支援の推進（射水市再犯防止推進計画）

　　ク　射水市教育振興基本計画（後期）

　　　(ｱ) 目的

　　　　　改正教育基本法の「知・徳・体の調査、自立心」、「公共の精神」の尊重、「豊か

　　　　な人間性と創造性」や「伝統の継承」の理念を実現するため、市が進める教育施策の

　　　　基本的方向や目標を示すもの

　　　(ｲ）計画期間

　　　　　令和2（2020）年度～令和6（2024）年度

　　　(ｳ) 住生活に関する施策

　　　　　第4章　施策の展開

　　　　　　(13)生涯学習関連施設の充実
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２　住宅・住環境を取り巻く現状

　(1) 射水市の概要

　　ア　位置、地勢、気象

　　　　本市は、環日本海交流拠点である富山県のほぼ中央に位置しており、北は富山湾に面

　　　し、東西は富山市、高岡市に隣接している。土地面積は1109.44k㎡（うち、可住地面積

　　　97.55 、89％）で、県土面積の約2.6％を占めている。

　　　　地形は、中央に射水平野、南部に射水丘陵を配し、標高は海抜0ｍ～140.2ｍである。

　　　　平成22（2010）年～令和元（2019）年の10年間における平均気温は14.4℃、平均降雨

　　　量2,383.6mm、平均湿度79.3％、平均最深積雪量は56.7cm（いずれも気象庁伏木特別地域

　　　気象観測所のデータ）である。

　　イ　射水市の概況及び沿革

　　　　丘陵部では、縄文期以降の遺跡が多数発掘されており、古くから暮らしが営まれてい

　　　たと推測されている。

　　　　平野部は、その中央部まで入り江が進入していたと考えられ、河川のたい積作用によ

　　　り放生津潟が形成され、次第に平野全体が湿田化された。

　　　　平安時代には、下地区の加茂神社が京都の下鴨神社からの勧請により成立したとされ、

　　　射水地方の賀茂神を祭る社の総社とされている。鎌倉時代になると、放生津に守護所が

　　　が置かれ、以後、数百年間、放生津は越中の政治、経済、文化の中心となる。

　　　　1660年以後、北陸街道は、高岡―大門―大島―小杉―下村を通ることとなり、大門、

　　　小杉は市場町、宿場町として栄えた。

　　　　近代では、明治32（1899）年に北陸線が高岡・富山間に開通し小杉駅が開設され、大

　　　正12（1923）年には越中大門駅が開設された。

　　　　昭和38（1963）年には、国営射水平野農業水利事業が行われ、平野部は肥沃な乾田農

　　　地に生まれ変わった。また、翌39（1964）年には「富山・高岡新産業都市」の指定を契

　　　機に放生津潟を堀り込み、富山新港の建設が開始され、その周辺は臨海工業地帯になり、

　　　丘陵部では太閤山に一大ニュータウン、県民公園太閤山ランドが造成され、大学や研究

　　　機関も進出した。

　　　　平成に入ってから各地区とも盛んに宅地開発が進められ、新しい住宅地が形成されて

　　　人口増や世帯増に対応してきた。

　　　　その後、平成17（2005）年11月に、新湊市、小杉町、大門町、大島町及び下村が合併

　　　し現在の市域になった。
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　　　　近年、新湊地区において新湊大橋の完成に合わせ、市開発公社によるウォーターフロ

　　　ントでの住宅団地の供給が行われている。また、既成市街地である放生津地区では、重

　　　点密集市街地整備事業により、福祉施設を併設した共同住宅の供給が行われた。

　□射水市全域図

―11―

庄川

国道415号

越中大門駅

小杉駅 呉羽駅

国道8号

下地区
センター

富山新港

小杉IC

JR氷見線
小矢部川

北陸自動車道

小杉地区
センター

新湊地区センター

Ｎ

富山湾

0 1 2 3 4 5km

布目分庁舎

国道415号

国
道
4 7
2号

大島分庁舎

高岡駅

富山新港

万葉線

大門地区
センター

射水市役所
北陸新幹線

富山市

砺波市

高岡市

あいの風とやま鉄道

　　☆
太閤山地区
ニュータウン

☆加茂神社

☆太閤山ランド

☆重点密集市街地整備事業地区

☆守護所跡

☆：歴史上、エポックとなった主な施設等☆：P10の沿革に記載した主な施設等



第2章

　　ウ　主要な福祉施設、教育施設の概要

　　　(ｱ) 介護保険施設

　　　　　市内には、下記の特別養護老人ホームが計8か所、介護老人保健施設は3か所、介護

　　　　医療院が1か所ある。またこの他、グループホームでは介護保険特定施設が16か所、障

　　　　がい者向けの共同生活援助施設が6か所ある。（令和元（2019）年7月時点）

□特別養護老人ホーム □介護老人保健施設

名称 定員 名称 定員

1 新湊 射水万葉苑 120人 1 新湊 サンセリテ 112人

2 新湊 七美ことぶき苑 90人 2 小杉 みしま野苑一穂 100人

3 小杉 エスポワールこすぎ 90人 3 小杉
山田医院併設介護療養型
老人保健施設 18人

4 小杉 大江苑 80人 230人

5 小杉 太閤の杜 50人

6 大門 こぶし園 84人 □グループホーム

7 大島 すずらん 80人 介護保険特定施設 共同生活援助施設

8 新湊 和の郷 29人 1 新湊 9 2

623人 2 小杉 3 3

□介護医療院 3 大門 3 1

名称 定員 4 大島 2 0

1 大島 くるみ介護医療院 50人 5 下 0 0

50人 17 6

富山県高齢福祉課、射水市社会福祉課

　　　(ｲ) 保育園

　　　　　市内には、新湊地区に7園、小杉地区に8園、 □介護保険施設の分布

　　　　大門地区に2園、大島地区に3園、下地区に1園

　　　　及び事業所内保育施設等3園の合計24園の保育

　　　　園が設置されている。

　　　(ｳ) 幼稚園

　　　　　市内には、新湊地区に1園の幼稚園が設置さ

　　　　れている。

　　　(ｴ) 認定こども園

　　　　　市内には、新湊地区に2園、小杉地区に4園、

　　　　大門地区に1園の計7園が設置されている。

　　　(ｵ) 小学校

　　　　　市内には、新湊地区に7校、小杉地区に6校、

　　　　そして大門・大島・下地区に各1校の計16校の

　　　　小学校がある。

　　　(ｶ) 中学校

　　　　　市内には、新湊地区に3校、小杉地区に2校、

　　　　大門地区に1校の計6校の中学校がある。

計 計
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第2章

　　　(ｷ) その他の施設 □その他の施設の分布

　　　　ⅰ) 障がい者地域活動支援センター

　　　　　　障がい者、障がい児を対象とする障がい者

　　　　　地域活動支援センターは、市内に4か所ある。

　　　　ⅱ) 放課後児童クラブ（学童保育）

　　　　　　市内の小学校15校区17か所において、小学

　　　　　校敷地内、コミュニティセンターや児童館で

　　　　　実施している。

　　　　ⅲ) 児童発達支援、放課後等デイサービス施設

　　　　　　小学校就学前の6歳未満児を対象とする児

　　　　　童発達支援や、小学生から高校生までの学校

　　　　　就学児を対象とする放課後等デイサービス施

　　　　　設は、市内に17か所ある。

　　　　ⅳ) こども食堂

　　　　　　市内に1か所ある。

　(2) 射水市の人口、世帯等の状況

　　ア　人口・世帯数等の推移

　　　　人口は10年間減少傾向にあり、平成30（2018）年度は91,129人となっている。

　　　　一方、世帯数は増加傾向にあり、平成30（2018）年度は33,208世帯となっている。

　　　　また、世帯人員は減少しており、平成30（2018）年度では2.74人となっている。

　　　　国立社会保障・人口問題研究所（以降、社人研）の推計によると、令和12（2030）年

　　　の人口は、83,938人、令和47（2065）年は57,736人となっている。

単位：人、世帯（人移調：富山県人口移動調査　国調：国勢調査（※1））

人移調 国調 人移調 人移調 人移調 人移調 国調 人移調 人移調 人移調

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

人 口 94,313 93,588 93,240 92,831 92,574 92,086 92,308 91,999 91,528 91,129

世 帯 数 31,618 31,246 31,992 31,719 31,994 32,234 32,115 32,540 32,947 33,208

世 帯 人 員 2.98 3.00 2.91 2.93 2.89 2.86 2.87 2.83 2.78 2.74

同上(県平均) - 3.09 - - - - 2.99 - - -

※1：人口移動調査及び国勢調査の調査日は、各年10月1日。なお、住宅・土地統計調査も10月1日である。
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第2章

　　イ　地区別人口・世帯数の推移

　　　　地区別人口では、小杉、大島地区は増加傾向、大門地区は横ばい、そして新湊、下地区

　　　は減少傾向で、特に新湊地区で大きい。世帯数については、特に小杉地区における増加が

　　　目立つ。また、一世帯当たり人員は各地区で減少傾向にある。

単位：人、世帯

人口 世帯数 世帯当たり人員 人口 世帯数 世帯当たり人員 人口 世帯数 世帯当たり人員 人口 世帯数 世帯当たり人員

新　湊 37,287 11,187 3.33 36,547 11,681 3.13 34,893 11,575 3.01 33,251 11,645 2.86

小　杉 32,356 10,539 3.07 32,948 11,203 2.94 33,203 11,824 2.81 33,625 12,369 2.72

大　門 12,583 3,347 3.76 12,390 3,563 3.48 12,887 3,919 3.29 12,718 3,992 3.19

大　島 9,259 2,655 3.49 10,305 3,124 3.30 10,667 3,358 3.18 10,853 3,525 3.08

下 2,018 532 3.79 2,019 564 3.58 1,938 570 3.40 1,861 584 3.19

計 93,503 28,260 3.31 94,209 30,135 3.13 93,588 31,246 3.00 92,308 32,115 2.87

新湊

小杉

大門

大島

下

新湊

小杉

大門

大島

下
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第2章

　　ウ　人口動態(※1)

      (ｱ) 自然動態と社会動態

　　　　　自然動態（※2）では、死亡者数が出生者数を上回る自然減が続いている。

　　　　　また、社会動態（※3）では、転入者数はほぼ横ばいか微増傾向にあるが、転出者数

　　　　は減少傾向にあり、平成30（2018）年度には63人の社会増となっている。

単位：人

自　然　動　態

転入者数 転出者数 増減 転入者数 転出者数

△ 488 △ 299 696 995 △ 189 2,408 2,597 △ 154 1,069 1,223

△ 302 △ 349 715 1,064 47 2,666 2,619 △ 20 1,267 1,287

△ 309 △ 246 737 983 △ 63 2,504 2,567 1 1,182 1,181

△ 471 △ 449 627 1,076 △ 22 2,500 2,522 47 1,206 1,159

△ 399 △ 462 639 1,101 63 2,561 2,498 △ 82 1,161 1,243

富山県人口移動調査

※1：一定期間中における人口の変動のこと。出生・死亡・転入・転出等がその要因

※2：出生・死亡に伴う人口の動きをいう。

※3：転入・転出に伴う人口の動きをいう。
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第2章

　　　(ｲ) 県内市町村との社会動態

　　　　　平成30（2018）年については、県内他市町村から射水市への転入者数は合計1,400人

　　　　で、そのうち約80％が富山市と高岡市からの転入である。

　　　　　また、転出者数は合計1,255人で、転入者より少なく、転入超過となっている。市町

　　　　村別転出先では、富山市、高岡市が約85％を占めている。

　　　　　また、(ｱ)の社会動態と合わせて見ると、県内での社会動態は「転入超過」であるの

　　　　に対し、県外との社会動態は「転出超過」となっている。

□人口移動の状況 単位：人

富山市 高岡市 魚津市 氷見市 滑川市 黒部市 砺波市 小矢部市 南砺市 その他

572 563 14 62 22 10 71 26 23 37

40.9% 40.2% 1.0% 4.4% 1.6% 0.7% 5.1% 1.9% 1.6% 2.6%

587 483 15 19 12 22 34 25 26 32

46.8% 38.5% 1.2% 1.5% 1.0% 1.8% 2.7% 2.0% 2.1% 2.5%

転入者数
―転出者数

△ 15 80 △ 1 43 10 △ 12 37 1 △ 3 5

富山県人口移動調査

　　エ　昼間・夜間人口等

　　　　　昼間人口と夜間人口を比較すると、夜間人口の方が多く、昼夜間人口比率は95.7％

　　　  である。また、従業地別でみると、射水市内での就業割合が53.0％に対し、射水市外

　　　　は46.3％と、市内が若干上回っている。

　　　　　流出人口・流入人口（昼間人口）をみると、流出31,902人に対して流入が27,513人

　　　　で、4,389人の流出超過となっている。

□昼間人口(※1)・夜間人口(※2)単位：人 　　 □射水市在住の就業者の従業地 単位：人

小計 自宅 自宅外 小計 県内 県外

88,382 46,605 24,685 3,760 20,925 21,590 20,900 620

H27国勢調査
100.0% 53.0% 8.1% 44.9% 46.3% 44.8% 1.3%

※1：就業者または通学者が従業・通学している
※不詳者数除く H27国勢調査

　 従業地・通学地による人口で、従業地・通学  　　□流出人口・流入人口(※4) 単位：人

 　地集計の結果より算出したもの

※2：調査時に、調査の地域に常住している人口。

※3：夜間人口（常住人口）100人当たりの昼間人 31,902 34.6% 27,513 29.8% △ 4,389

　 口割合で、100を超えたら通勤・通学人口の流
H27国勢調査

　 入超過、100を下回れば流出超過を示す。

※4：流出人口は当該区域から他の区域へ通勤・通学する人口、流入人口は他区域から当該区域へ通勤・通学する人口をいう。

92,308
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　　オ　少子・高齢化の状況

　　　(ｱ) 年齢階層別人口から見る年少人口と老齢人口の推移

　　　　　年少人口及び生産年齢人口は減少傾向で、平成27（2015）年の割合はそれぞれ13.4

　　　　％、57.5％となっている。他方、老齢人口は増加傾向で、平成27（2015）年の割合は

　　　　28.7％となっている。5歳階級別年齢構成では、第一次ベビーブーム層をピークに下す

　　　　ぼみの壺型へ移行しつつある。社人研の推計によると、令和47（2065）年における年

　　　　少人口、生産年齢人口、老齢人口割合は、それぞれ10.5％、51.7％、37.8％である。

□年齢３区分別人口の推移 単位：人

H12 H17 H22 H27 H12 H17 H22 H27 R47（推計）

13,687 13,537 13,315 12,368 14.6% 14.4% 14.3% 13.4% #

62,180 60,847 57,654 53,154 66.5% 64.6% 61.6% 57.5% #

17,633 19,803 22,399 26,457 18.9% 21.0% 23.9% 28.7% #

3 22 220 329 0.0% 0.0% 0.2% 0.4%

93,503 94,209 93,588 92,308 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

国勢調査

・年少人口

（～14歳）

・生産年齢人口

（15歳～64歳）

・老齢人口

（65歳～）

□５歳階級別人口

H22 H27年 男 H22 H27 女

0～4歳 2,091 1,842 1,952 1,695

5～9歳 2,306 2,175 2,263 2,025

10～14歳 2,375 2,324 2,328 2,307

15～19歳 2,313 2,352 2,028 2,234

20～24歳 2,036 2,016 1,720 1,671

25～29歳 2,285 1,998 2,252 1,890

30～34歳 3,015 2,407 2,891 2,293

35～39歳 3,826 3,090 3,730 2,919

40～44歳 2,992 2,885 2,893 3,762

45～49歳 2,642 2,952 2,675 2,876

50～54歳 2,628 2,615 2,741 2,630

55～69歳 3,121 2,565 3,316 2,713

60～64歳 4,134 3,019 4,416 3,267

65～69歳 3,183 3,922 3,234 4,312

70～74歳 2,263 2,915 2,684 3,113

75～79歳 1,894 1,965 2,638 2,542

80～84歳 1,190 1,445 2,126 2,329

85歳以上 857 1,073 2,324 2,841

年齢不詳

計
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　　　(ｲ) 高齢化率の推移等

　　　　　高齢化率は上昇傾向にあり、平成27（2015）年で28.7％で、全国平均を上回ってい

　　　　るが、県平均よりは低い水準で推移している。また特に後期高齢者の増加率が大きい。

　　　　　高齢者のいる世帯数も増加しており、近年は総世帯数の5割を超えている。また、高

　　　　齢単身世帯、高齢夫婦世帯の増加傾向も依然続いている。

□高齢者人口の推移 単位：人、％

17,633 18.9% 19,803 21.0% 22,399 23.9% 26,457 28.7%

9,975 10.7% 10,363 11.0% 11,364 12.1% 14,262 15.5%

7,658 8.2% 9,440 10.0% 11,035 11.8% 12,195 13.2%

国勢調査

□高齢化率の国、県、市の比較

H12 H17 H22 H27

射水市 18.9% 21.0% 23.9% 28.7%

富山県 20.8% 23.3% 26.2% 30.5%

全国 17.4% 20.2% 23.0% 26.6%

↑手入力含む

□高齢者のいる世帯数の推移 単位：世帯

　一般世帯数 28,226 (100.0%) 30,061 (100.0%) 31,115 (100.0%) 32,054 (100.0%)

　高齢者のいる世帯 11,965 (42.3%) 13,031 (43.3%) 14,538 (46.7%) 16,523 (51.5%)

高齢単身世帯 1,257 (4.5%) 1,657 (5.5%) 2,085 (6.7%) 2,836 (8.8%)

高齢夫婦世帯（※1） 1,927 (6.8%) 2,501 (8.3%) 3,158 (10.1%) 3,967 (12.4%)

国勢調査

　　　(ｳ) 地区別高齢化の状況

　　　　　平成27（2015）年の国勢調査によると、地区別で最も高齢化率が高いのは新湊地区

　　　　の31.8％、次いで大門、下、大島地区で最も低いのは小杉地区の26.1％となっている。

　　　

※1：夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦一組のみの世帯
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下 528 1,861 28.4%

計 26,457 92,308 28.7%  H27国勢調査

大　門 3,697 12,718 29.1%

大　島 2,865 10,853 26.4%

新　湊 10,586 33,251 31.8%

小　杉 8,781 33,625 26.1%

H12 H17 H22 H27

地区 高齢者人口（人） 総人口（人） 高齢化率

全人口 93,503 94,209 93,588 92,308
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23.3%

26.2%

30.5%

17.4%

20.2%

23.0%

26.6%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

H12 H17 H22 H27

射水市

富山県

全国
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　　カ　家族類型の状況

　　　　平成22（2010）年と平成27（2015）年の家族類型の推移を見ると、最も増加が著しいの

　　　は単独世帯で13.5％である。他方、減少が著しいのは、核家族以外世帯で12.6％となって

　　　いる。また、平成27（2015）年の家族類型で一般世帯に占める割合が最も多いのは核家族

　　　世帯の58.3％で、県平均54.9％を上回る。次いで単独世帯が21.6％で、県平均26.1％を下

　　　回っている。

　　　　また、３世代世帯の減少率も著しく、14.2％となっている。

□家族類型別世帯数の推移（H22・H27） 単位：世帯、％

射水市 県平均 射水市 県平均

31,246 32,115 2.8%

31,115 32,054 3.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

24,875 24,957 0.3% 79.9% 75.3% 77.9% 72.9% -2.1%

核家族（※3） 17,708 18,695 5.6% 56.9% 53.9% 58.3% 54.9% 1.4%

核家族以外 7,167 6,262 -12.6% 23.0% 21.4% 19.5% 18.0% -3.5%

137 153 11.7% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0%

6,098 6,921 13.5% 19.6% 24.2% 21.6% 26.1% 2.0%

5,495 4,716 -14.2% 17.7% 16.1% 14.7% 13.2% -2.9%

注：「3世代世帯」は「核家族以外」の内数。 国勢調査

　　キ　その他、住宅の確保に特に配慮を要する対象層

　　　(ｱ) 低額所得者

　　　　　借家世帯のうち、年収300万円（2人世帯の公営住宅入居対象世帯の概ねの年収限度額）

　　　　未満の世帯割合は、公営借家で61.4％、民営借家で32.1％となっている。また、著しい

　　　　困窮年収とされる200万円未満では、公営借家で42.5％、民営借家で18.4％となっている。

□住宅の所有関係別世帯年収 単位：％

公営借家 民営借家
給与住宅
(※5)

13.7% 23.8% 42.5% 18.4% 25.0%

12.3% 15.1% 18.9% 13.7% 18.8%

26.0% 38.9% 61.4% 32.1% 43.8%

74.0% 61.1% 38.6% 67.9% 56.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

H30住宅・土地統計調査

　　　(ｲ) 生活保護人員

　　　　　生活保護人員は、ほぼ横ばいの状況で推移してきており、保護率は約0.17％となって

　　　　いる。このうち住宅扶助延べ人員については、平成26年をピークに、以降は横ばい傾向

　　　　にある。

※1：世帯は、一般世帯と施設等の世帯に区分され、その総数をいう。

※2：一般世帯とは、住居と生計を共にする人の集まり、間借り等の単身者、下宿や会社の独身寮に住む単身者をいう。

　その実数には世帯の家族類型「不詳」を含む。

※3：夫婦のみ世帯、夫婦と子供から成る世帯及びひとり親と子供から成る世帯をいう。

※4：割合（％）は、一般世帯（世帯の家族類型「不詳」を除く）に占める割合をいう。

※5：会社・団体・官公庁等が所有又は管理し、その職員を居住させている住宅

 200万円未満(A)

 200～300万円(B)
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計（A)+(B)+(C)

持ち家

借　家

小計（A)+(B)

H27

前回との
差

（射水
市）

割合（％）　（※4）

H22 H27
増減率 H22

単独世帯

　3世代世帯

実数（世帯）

 300万円以上（C)

　世帯の総数（※1）

　一般世帯（※2）

親族のみ世帯

非親族を含む世帯
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□生活保護世帯、保護人員の推移 単位：人・世帯

H26 H27 H28 H29 H30

92,086 92,308 91,999 91,528 91,129

被保護世帯 116 117 118 122 131

被保護人員(B) 147 139 136 146 156

保護率(B/A) 0.16% 0.15% 0.15% 0.16% 0.17%

住宅扶助延べ人員 978 909 845 888 906

注：生活保護の数値は年度末の数値 射水市統計書

　　　(ｳ) 障がい者  

　　　　　身体障がい者数は、横ばい傾向にある。

　　　　　また、知的障がい者、精神障がい者数は、いずれも増加傾向にある。

□障がい者数の推移 単位：人

H26 H27 H28 H29 H30

92,086 92,308 91,999 91,528 91,129

身体障がい者（※1） 3,722 3,699 3,683 3,600 3,557

　構成比 4.0% 4.0% 4.0% 3.9% 3.9%

知的障がい者（※1） 514 650 671 675 690

　構成比 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%

精神障がい者（※1） 374 407 434 480 524

　構成比 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6%

注：身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の数値は年度末の数値 射水市統計書

　　　(ｴ) 外国人

　　　　　外国人の人口は増加傾向にあり、平成30（2018）年度には2,463人となっている。また、

　　　　総人口に対する割合も徐々に増え、平成30（2018）年度では2.7％となっている。

　　　　　国別の内訳では、多い順にフィリピン、パキスタン、ベトナム、ブラジル等であるが、

　　　　近年はベトナムが急増している。

□外国人の推移 単位：人

H26 H27 H28 H29 H30

92,086 92,308 91,999 91,528 91,129

　外国人総数 1,882 1,894 2,054 2,282 2,463

（H26年度を100とした時の割合） 100.0% 100.6% 109.1% 121.3% 130.9%

2.0% 2.1% 2.2% 2.5% 2.7%

注：外国人総数の数値は年度末の数値 射水市統計書・建築住宅課

　　　(ｵ) 子どもを育成する世帯

　　　　　子ども（6歳未満）を育成する世帯数は、近年減少傾向にあり、平成27（2015）年度は

　　　　3,346世帯で、全世帯に占める割合は10.4％となっている。

□子ども（6歳未満）を育成する世帯数の推移 単位：世帯

H12 H17 H22 H27

一般世帯数 28,226 30,061 31,115 32,054

6歳未満の子どものいる世帯数 4,094 4,081 3,751 3,346

世帯割合 14.5% 13.6% 12.1% 10.4% 国勢調査

※1：障がい者数は、それぞれ身体障害者手帳、療育手帳（知的障がい者）、精神障害者保健福祉手帳の交付者数を示す。

　外国人割合
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総人口（人口移動調査、国勢調査）

総人口(A)（人口移動調査、国勢調査）

生
活
保
護

総人口（人口移動調査、国勢調査）
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　　　　　また、母子、父子世帯の合計数は400世帯を超え微増傾向にあり、一般世帯数に占め

　　　　める割合は約1.5％である。

□母子世帯、父子世帯の世帯数の推移 単位：世帯

H12 H17 H22 H27

28,226 30,061 31,115 32,054

284 382 395 407

40 54 51 58

324 436 446 465

1.1% 1.5% 1.4% 1.5% 国勢調査

注：母子、父子世帯の子供は20歳未満

　(3) 射水市の住宅等の状況

　　ア　住宅総数

　　　　住宅総数は増加傾向にあり、平成30（2018）年度では35,960戸となっており、1世帯当

　　　たりの住宅数は1.12戸となっている。

　　　　また、1住宅当たり人員は、平成20（2008）年から減少し、平成30（2018）年は2.47人

　　　となっている。

□住宅総数等の推移 単位：戸、世帯、人

H10 23,400 21,130 69,370 1.11 2.96 3.28

H15 24,580 21,490 68,500 1.14 2.80 3.19 5.0%

H20 33,960 30,400 92,480 1.12 2.72 3.04 3.8%

H25 35,050 31,120 90,820 1.13 2.58 2.92 3.2%

H30 35,960 32,030 88,720 1.12 2.47 2.77 2.6%

注：H10,15は、新湊市と小杉町のデータのみ。 住宅・土地統計調査

　　イ　空き家数

　　　　居住世帯のない住宅のうち、空き家数は増加傾向にあり、平成30（2018）年で4,110戸

　　　で、住宅総数に占める割合は11.4％となっている。他方、この割合は富山県平均や全国

　　　平均のいずれからも下回っている。

□空き家等の推移 単位：戸

一時現在者のみ
（※2） 空き家数 建築中 射水市 富山県 全国

H10 23,400 21,130 2,280 9.7% 9.8% 11.5%

H15 24,580 21,440 160 2,920 60 11.9% 11.6% 12.2%

H20 33,960 30,250 140 3,510 60 10.3% 12.3% 13.1%

H25 35,050 31,010 80 3,870 100 11.0% 12.8% 13.5%

H30 35,960 31,740 30 4,110 80 11.4% 13.2% 13.6%

注：H10,15は、新湊市と小杉町のデータのみ。 住宅・土地統計調査

　また、表中数値は統計調査上四捨五入し計上されているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。

※1：住宅土地統計調査の「住宅」には、「居住世帯のない住宅」も含まれる。

※2：昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしている等、そこに普段居住者がいない住宅
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総住宅数
増加率

住宅総数
居住世帯の
ある住宅数

居住世帯のない住宅数 空き家率　％

住宅総数
（※1）

総世帯数 世帯人員
1世帯あた
り住宅数

1住宅あた
り人員

1世帯あた
り人員

　世帯割合

　一般世帯数

　母子世帯

　父子世帯

　　計
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　　ウ　住宅の所有関係別世帯数

　　　　持ち家率は平成27（2015）年で80.3％と高い割合で、近年はほぼ横ばい状態といえる。

　　　　公営・公団等の借家の割合は4.2％となっており、減少傾向にある。

　　　　他方、民営の借家の割合は増加傾向にあり、平成27（2015）年は12.3％となっている。

□住宅の所有関係別世帯数の推移 単位：世帯

26,661 100.0% 28,226 100.0% 30,061 100.0% 31,115 100.0% 32,054 100.0%

26,228 98.4% 27,901 98.8% 29,758 99.0% 30,721 98.7% 31,595 98.6%

26,035 97.7% 27,737 98.3% 29,545 98.3% 30,491 98.0% 31,453 98.1%

持ち家 21,995 82.5% 23,140 82.0% 24,365 81.1% 25,169 80.9% 25,727 80.3%

公営・公団・公社の借家 1,732 6.5% 1,768 6.3% 1,838 6.1% 1,465 4.7% 1,336 4.2%

民営の借家 1,692 6.3% 2,211 7.8% 2,681 8.9% 3,387 10.9% 3,942 12.3%

給与住宅 616 2.3% 618 2.2% 661 2.2% 470 1.5% 448 1.4%

193 0.7% 164 0.6% 213 0.7% 230 0.7% 142 0.4%

433 1.6% 325 1.2% 303 1.0% 394 1.3% 459 1.4%

国勢調査

　　エ　住宅の新設状況

　　　　5年間の新設住宅着工件数の推移を見ると、総数はここ3年間は横ばい、平成30(2018)

　　　年は519戸である。また、P13で見る世帯数の増加を上回る戸数の住宅が、毎年新設され

　　　ていると考えられる。

　　

□新設住宅着工戸数の推移グラフ　　　　

富山県建築住宅課

住宅以外に住む一般世帯
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H27

一般世帯

住宅に住む一般世帯

主世帯

間借り

H7 H12 H17 H22

計519戸計512戸計511戸計469戸計425戸
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　　オ　住宅の建築時期

　　　　昭和56（1981）年6月に建築基準法の改正（耐震基準の強化）が行われ、それ以前に

　　　建てられた建物は、民営借家で26.8％、持ち家では37.0％で、耐震性が十分でないと

　　　考えられる住宅は依然として多数ある。

□住宅の建築時期の状況 単位：戸、％

戸数 割合 戸数 割合

S45以前 49 年 以 上 4,220 80

S46～S55 39 ～ 48 年 4,740 330

S56～H2 29 ～ 38 年 3,890 15.4% 110 2.6%

H3～H12 19 ～ 28 年 4,560 18.0% 730 17.0%

H13～H22 9 ～ 18 年 3,910 15.4% 1,650 38.4%

H23～H27 4 ～ 8 年 2,010 7.9% 690 16.0%

H28～H30 1 ～ 3 年 990 3.9% 290 6.7%

25,330 97.4% 4,300 91.3%

H30住宅・土地統計調査（建築時期「不詳」を除く）

注：経過年数は、令和元年（2019年）より起算している。
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新耐震基準

住宅総数 -

建築時期 経過年数
持ち家 民営借家
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　　カ　高齢者等のための設備状況

　　　　高齢者等のための設備状況では、「手すりがある」のは住宅総数の 51.2％、「またぎ

　　　やすい高さの浴槽がある」のは18.3％他となっている。また、住宅種別では、「高齢者

　　　等のための設備はない」の割合が高いのが借家で、全体の70.4％となっている。

□高齢者のための設備の設置状況 単位：世帯

31,740 16,250 5,810 5,180 6,590 2,170 13,100 41.3%

30,930 15,700 5,600 5,020 6,440 2,090 12,850 41.5%

24,520 14,430 5,210 4,760 5,530 1,850 8,710 35.5%

5,880 1,270 380 270 910 240 4,140 70.4%

810 550 210 160 160 80 250 30.9%

- 51.2% 18.3% 16.3% 20.8% 6.8% - 41.3%

注：複数回答のため内訳と合計は一致しない。 H30住宅・土地統計調査（「不詳」を含む）

※1：「手すりがある」は、玄関、トイレ、浴室等のいずれかの箇所に設置されている場合を示す。

　　キ　省エネルギー設備等の状況

　　　　太陽熱や太陽光利用の省エネ対応住宅は、持ち家では全国平均と比べて少なく、借家

　　　ではほぼ同レベルとなっている。また、開口部の断熱性能を高める二重サッシ等の設置

　　　状況では、「なし」は持ち家では全国平均に比べて低く46.4％、借家では全国平均とほ

　　　ぼ同レベルで84.0％となっている。

□省エネルギー設備の設置状況 単位：戸

あり なし あり なし
全ての窓に

あり
一部の窓に

あり
なし

25,330 610 24,720 1,170 24,160 4,870 8,700 11,770

割合 2.4% 97.6% 4.6% 95.4% 19.2% 34.3% 46.4%

全国平均値 5.5% 94.5% 6.3% 93.7% 19.0% 19.3% 61.7%

5,880 40 5,840 30 5,850 570 370 4,940

割合 0.7% 99.3% 0.5% 99.5% 9.7% 6.3% 84.0%

全国平均値 0.4% 99.6% 0.7% 99.3% 8.7% 6.8% 84.5%

H30住宅・土地統計調査

　　ク　住宅用火災警報器の設置状況 □住宅用火災警報器設置率（R2.7.1時点）

　　　　本市における設置率は、県平均より 射水市 富山県 全国

　　　低く、全国平均とほぼ同じで82.0％で 82.0% 84.9% 82.6%

　　　ある。条例適合率では、県平均、全国 51.0% 66.2% 68.3%

　　　平均より低く、51.0％となっている。
総務省資料

※1：「設置率」は市の火災予防条例で設置が義務付けられた住宅の部分の内、一か所以上設置されている世帯

※2：「条例適合率」は市の火災予防条例で設置が義務付けられた住宅の部分全てに設置されている世帯

借家

持ち家

借家

店舗その他併用住宅

総数
太陽熱利用温水器等 太陽光発電機器 二重サッシ又は複層ガラス窓
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　参考：居住世帯のある住宅数に
    　  対する割合

条例適合率（※2）

総数

高齢者等の設備がある（複数回答）

高齢者等のための
設備はない

手すりが
ある
※1

またぎや
すい高さ
の浴槽が
ある

廊下など
が車椅子
で通行可
能な幅

段差のな
い屋内

道路から
玄関まで
車椅子で
通行可能

居住世帯のある住宅数

専用住宅

持ち家

設置率（※1）
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　　ケ　宅地開発の状況

　　　　平成30（2018）年までの10年間の宅地開発について区画数をみると、合計で11,138区

　　　画が供給されている。最も区画数が多いのは小杉地区で644区画（56.6％）、次いで新湊

　　　地区で186区画（16.3％）、大門地区で172区画（15.1％）の順となっている。

　　　　小杉地区は供給規模に大小の差はあるが、毎年コンスタントに供給されているのに対

　　　し、新湊地区では平成21（2009）年に、大島地区では平成23（2011）年、26（2014）年

　　　に、大門地区では平成30（2018）年に規模の大きい宅地供給が行われている。

　　　　また、10年間全体で見ると、平成21（2009）年が200区画で最も多い。他方、平成24

　　　（2012）年、27（2015）年の供給数が少ない状況である。

□宅地開発の状況（開発許可及び土地区画整理事業による区画数） 単位：区画

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計 割合

127 0 20 0 0 0 3 21 15 0 186 16.3%

40 76 8 17 70 124 20 68 109 112 644 56.6%

28 9 16 0 30 0 0 17 0 72 172 15.1%

5 0 48 9 0 57 13 4 0 0 136 12.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

200 85 92 26 100 181 36 110 124 184 1138 100.0%

射水市都市計画課

□経年別供給区画数グラフ

　　コ　持ち家の増改築、改修工事の状況

　　　　下表は、平成26（2014）年以降の持ち家の増改築、改修工事の実施状況を示している

　　　が、何らかの工事を行っているのは約3割となっている。また、工事の内訳別にみると、

　　　水回り改修工事が最も多く56.4％、次いで屋根・外壁の改修工事39.6％等となっている。

□H26以降の持ち家の増改築・改修工事の状況 単位：戸

7,570 1,050 4,270 1,550 3,000 270 880 2,710 17,760

100.0% 13.9% 56.4% 20.5% 39.6% 3.6% 11.6% 35.8%

29.9% 70.1%

※1：重複回答。構成比は工事をした数を母数とした。 H30住宅・土地統計調査
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合計

持ち家
工事等
をした

（※1）
工事等を
してない

増築・間
取りの変

更

水回りの
改修工事

内装の改
修工事

屋根・外
壁の改修
工事

壁・柱・
基礎補強
工事

断熱・結
露防止工

事

その他

総数 25,330

構成比

地区

新　湊

小　杉

大　門

大　島

100.0%

内訳構成比

下
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85 92

26
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　　サ　民間賃貸住宅の状況

　　　　　民間賃貸住宅は、近年増加傾 □民間賃貸住宅着工戸数 単位：戸

　　　　向にあり、年平均約150戸供給

　　　　されている。

　　　　 「エ 住宅の新設状況」でみた

　　　　新設戸数全体の約1/3を民間賃

　　　　貸住宅が占めることになるが、

　　　　その年度別動向は新設住宅全体

　　　　の傾向とほぼ同様であり、平成

　　　　28(2016)年までの増加傾向から、 注：表中数値は年度末の数値
富山県建築住宅課

　　　　その後は頭打ちとなっている。

　　　　

（参考）募集中の民間賃貸アパートの状況

　下表は、現時点における民間賃貸アパートの入居者募集に関する参考資料である。

　このデータでは、小杉地区、新湊地区で、全体の約8割を占めている。

　型別供給では、1DK・1LDK（1寝室タイプ）、2DK・2LDK（2寝室タイプ）は、ほぼ同数となって

いるが、小杉地区では1DK・1LDKが最も多くなっている。

　また、家賃別にみると、最も多いのは5万円～5.9万円/月、次いで多いのが4万円～4.9万円/月

となっている。

□民間賃貸アパートの型別供給等の状況（R1.11.1現在） 単位：戸

1DK.1LDK 2DK.2LDK 3DK.3LDK 4万円未満 4万～4.9万円 5万～5.9万円 6万円以上

61 35.7% 28 31 2 13 27 20 1

75 43.9% 40 32 3 8 13 30 24

18 10.5% 8 10 0 2 5 2 9

17 9.9% 6 8 3 1 0 11 5

0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

171 100.0% 82 81 8 24 45 63 39計

―26－

計 754

地　区 戸数 構成比
型別供給 家　賃

新　湊

小　杉

大　門

大　島

下

H29 184 101.1%

H30 151 82.1%

H27 137 137.0%

H28 182 132.8%

年度 戸数 前年比（％）

H26 100 -
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　　シ　高齢者向け居住施設・住宅

　　　　市内で、主に自立した高齢者を対象とする居住施設・住宅としては、ケアハウス（軽

　　　費老人ホーム）が2か所、定員124人のほか、サービス付き高齢者向け住宅は、下表のと

　　　おり8か所、191戸が供給されており、その内訳は、新湊地区が156戸で全体の81.6％を

　　　占めている。 　□高齢者向け居住施設・住宅の分布

□ケアハウス（軽費老人ホーム）（R1.10.1現在）　単位：人

開設日 定員

1 H13.4.1 70

2 H14.4.1 54

124

□サービス付き高齢者向け住宅の整備状況（R1.10.1現在） 単位：戸、％

開設日 戸数 計（構成比）

1 H25.7.1 25

2 H26.2.1 30

3 H25.11.1 20

4 H26.10.8 50

5 H31.2.1 31

6 小　杉 H28.9.17 13 13(6.9%)

7 H27.4.1 11

8 H27.4.1 11

191 (100.0%)

　　ス　その他居住関連施設

　　　(ｱ) 県営住宅（R2.4.1現在）

　　　　　新湊地区に3か所に109戸、小杉地区にも2か所、936戸の合計1,045戸の県営住宅が供

　　　　給されている。

□県営住宅供給状況 単位：戸

1 海老江 48 H9～H11 2DK,3DK 中層耐火

2 堀  岡 60 S45,H7,H8 1LDK,2DK,2LDK,3LDK 中層耐火

3 片　口 1 S41 4DK 簡易耐火

4 太閤山 828 S40～H6 2DK～3LDK 簡易耐火、中層耐火

5 太閤山東 108 H12～H14 2DK,3DK,3LDK 中層耐火、高層耐火

－ 1,045 － － －

富山県建築住宅課

計

新　湊

小　杉

富山県高齢福祉課

地　区 住宅名 戸数 建設年度 住戸形式 構造型式
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地　区 施設名称

新　湊

シルバーホーム新湊あいの風

サービス付き高齢者住宅　雅　小杉

大　門
杜のつどい土合

156
(81.6%)

ケアサークル作道

サービス付きシニアハウスこうめ

サービス付き高齢者向け住宅なでしこの里

サービス付き高齢者向け住宅　縁

22
(11.5%)風乃里水戸田

計

富山県高齢福祉課

地　区

新　湊

施設名称

ケアハウス万葉

ケアハウス海王

計

●ケアハウス

●サービス付き

高齢者向け住宅
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　　セ　住環境関連の都市計画の概要

　　　(ｱ) 地区計画（※1）

　　　　　現在、小杉地区に10か所、大島地区6か所、新湊地区4か所、大門地区2か所、下地

　　　　区に1か所の計23か所に地区計画が定められている。

□地区計画の状況（R2.12時点） 単位：ha

計画決定 目的 面積

1 H20.10.24 宅地分譲 6.8

2 H24.7.18 学校施設 1.4

3 H26.3.7 賑わい創出 10.0

4 R2.11.2 企業団地 11.6

5 H8.4.1 賑わい創出 6.9

6 H8.4.1 商業地環境保全 1.0

7 H8.4.1 企業環境保全 6.3

8 H8.4.1 住宅環境保全 8.0

9 H14.11.25 住宅環境保全 13.7

10 H26.1.27 企業団地 14.4

11 H26.3.31 企業団地 11.0

12 H28.11.15 企業団地 11.3

13 H29.3.31 宅地分譲 3.1

14 H29.3.31 宅地分譲 1.4

15 H13.5.16 住宅環境保全 10.3

16 H15.9.17 宅地分譲 16.0

17 H10.5.1 住宅環境保全 15.0

18 H14.5.22 住宅環境保全 12.1

19 H24.2.4 宅地分譲 2.8

20 H25.4.10 庁舎建設 1.9

21 H26.1.27 商業施設立地 1.0

22 H26.11.20 宅地分譲 5.6

23 下 H14.5.30 宅地分譲 37.0

208.6

射水市都市計画課

　　　(ｲ) 建築協定（※2）／緑地協定（※3）

　　　　　市内には、大門地区の「ほたる野ヴィレッジ」、小杉地区「一条南」に建築基準法

　　　　に基づく建築協定及び都市緑地保全法に基づく緑地協定が認可されている。

H16.9.17

H17.7. 1

約4.1ha H16.7.13

約6.9ha R1.6.17

富山県建築住宅課

※1：地区レベルに合った詳細な計画を定めるもので、建ぺい率を制限する等、地区特性に応じて良好な環境を整備・開発・

　保全することを目的とする。

※2：住宅地の環境や商店街の利便性を維持増進するため、市町村が指定した区域内で所有者等が自主的に建築物等に関する

　基準を定めるもの。

※3：市街地の良好な環境確保のため、都市計画区域内で住民自身による自主的な緑地保全や緑化に関する基準を定めるもの。

加茂地区

認可日

　ほたる野ヴィレッジ建築協定 約5.7ha

協定の区域面積名称

小杉インターパーク地区

小杉インターパーク第二地区

黒河地区

大　門
二口地区

広上地区

大　島

新開発地区

北野・若杉地区

小島地区

新開発第二地区

射水中央地区

小林地区

小杉町赤田

位置

大門町広上

　一条南建築協定

計

　ほたる野ヴィレッジ緑地協定

地　区
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　新　湊

沖塚原地区

黒河新地区

名　称

海竜町東地区

堀江千石地区

海王町地区

小　杉

小杉町駅南地区

小杉町中太閤山15丁目地区

小杉町中太閤山6丁目、南太閤山7丁目地区

小杉町役場周辺地区

小杉町下条赤田地区

太閤山ランド東地区
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　(4) 市営住宅の状況

　　ア　市営住宅の管理戸数

　　　　市営住宅は、新湊地区に374戸、大門地区に18戸、大島地区に40戸、下地区に10戸の

　　　合計442戸供給されている。

　　　　種別では、公営住宅（※1）361戸、改良住宅（※2）2戸、特定公共賃貸住宅（以下

　　　「特公賃」という。）（※3）39戸の合計402戸となってる。

　　　　これらの他、借上げ市営住宅として、新湊地区に都市再生住宅（※4）が2か所、40戸

　　　供給されている。

　　 また、参考データとして世帯数に対する市営住宅ストック比率を示すと、小杉地区が

　 7.0％で最も高く、次いで新湊地区が3.7％であり、逆に大門地区が0.4％と最も低くなっ

　 ている。

　　□市営住宅の管理戸数

（参考）地区別世帯数に対するストック比率（県営住宅含む） 単位：世帯、戸数

13,206 109 327 47 483

13,364 936 0 0 936

4,543 0 18 0 18

4,053 0 16 24 40

643 0 2 8 10

35,809 1,045 363 79 1,487

注：特定公共賃貸住宅、都市再生住宅 世帯数：射水市住民基本台帳(R2.3)

※1：地方公共団体が建設、買取り、借り上げを行い、住宅に困窮する低額所得者等に対して低廉な家賃で賃貸する

　住宅

＜入居資格＞

・一般世帯：政令月収15万8千円以下のもの

・裁量階層世帯：高齢者（60歳以上）のみの世帯等で、政令月収が21万4千円以下のもの

※2：老朽家屋が密集している地区において、これらを除却し整備改善する際に住宅を失うことになる従前居住者の

　ために建設された公的賃貸住宅

※3：地方公共団体が供給する中堅所得者向けの賃貸住宅。原則として同居親族を有し、政令月収が15万8千円を超え

　て、48万7千円以下のものを対象としている。現在は、地域優良賃貸住宅制度の公共供給型と位置づけされている。

※4：住宅市街地総合整備事業等により、事業地内で転出を余儀なくされた人を対象に供給される住宅

　本市では、新湊放生津地区の重点密集市街地（約4ha）内において、次の2団地が借上げ市営住宅として整備されて

　いる。

　①「リアン放生津」：Ｈ25年完成。借上げ市営住宅18戸。この他、分譲住宅10戸

　　また、施設内に、富山型デイサービスが併設されている。

　②「ラ・メール放生津」：Ｈ28年完成。借上げ市営住宅22戸。この他、分譲住宅1戸

　　また、施設内に、小規模多機能型居宅介護施設が併設されている。
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大　島 1.0%

下 1.6%

計 4.2%

大　門 0.4%

地　区 世帯数 公営住宅（県） 公営住宅（市） その他（注） 計 ストック比率

新　湊 3.7%

小　杉 7.0%

小計 40戸

合計 442戸

小計 402戸

　都市再生住宅 40戸 2団地

　改良住宅 2戸 1団地

39戸 3団地　特定公共賃貸住宅（特公賃）

R2.4.1現在

種別 管理戸数 備考

　公営住宅 361戸 12団地



第2章

□市営住宅の位置
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庄川

国道415号

越中大門駅

小杉駅 呉羽駅

国道8号
下地区
センター

富山新港

小杉IC

JR氷見線
小矢部川

北陸自動車道

小杉地区
センター

Ｎ

富山湾

0 1 2 3 4 5km

布目分庁舎

国道415号

国
道
4 7
2 号

大島分庁舎

高岡駅

富山新港

万葉線

大門地区
センター

射水市役所
北陸新幹線

あいの風とやま鉄道

港町市営住宅

庄川本町市営住宅

庄西市営住宅

立町市営住宅

八幡市営住宅

海王町市営住宅

本江市営住宅

殿村市営住宅

大門市営住宅

中村市営住宅
中村改良住宅

赤井市営住宅

すずほ市営住宅

都市再生住宅（リアン放生津）

都市再生住宅（ラ・メール放生津）

新湊地区センター
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　　イ　市営住宅の種別一覧表

壁式・
軸組等

2020年
R2時点

2030年
R12時点

4 16 1983 S58 耐火構造 4 RC壁式 3DK 61.60 37 47

計 16 - - - - - - - -

1 12 1973 S48 耐火構造 4 RC壁式 3DK 58.70 47 57

計 12 - - - - - - - -

1 24 1971 S46 4 4K 59.00 49 59

2 24 1975 S50 4 4DK 66.00 45 55

3 24 1977 S52 4 4DK 68.00 43 53

4 24 1976 S51 4 4DK 68.00 44 54

計 96 - - - - - - - -

1 18 1986 S61 3 3LDK 74.70 34 44

2 24 1987 S62 3 3DK 74.10 33 43

計 42 - - - - - - - -

1 24 1992 H4 4 3DK 73.00 28 38

2 16 1993 H5 4 3Dk 73.40 27 37

計 40 - - - - - - - -

1 32 1995 H7 5 2LDK 78.60 25 35

2 12 1999 H11 4 2LDK,3LDK 70.7,77.8,79.9 21 31

計 44 - - - - - - - -

1 24 1997 H9 3 RC壁式 3LDK 78.70 23 33

2 21 2000 H12 7 2LDK 72.6,76.1,79.7 20 30

3 21 2001 H13 7 3DK,2LDK 72.3,72.6 19 29

計 66 - - - - - - - -

1 11 1997 H9 耐火構造 5 RCラーメン 3LDK 81.3,83.6,86.1 23 33

計 11 - - - - - - - -

1 6 2003 H15 2 2DK,3DK 47.1,59.1 17 27

2 6 2003 H15 2 2DK,3DK 47.1,59.1 17 27

計 12 - - - - - - - -

- 1 1998 H10 （木造） 2 木造 2DK 48.84 22 32

- 1 1998 H10 （木造） 2 木造 3DK 75.35 22 32

- 2 1998 H10 （木造） 2 木造 3LDK 79.98 22 32

計 4 - - - - - - - -

1 16 2002 H14 耐火構造 5 RCラーメン 2DK,3DK 52.8,54.0,70.3 18 28

計 16 - - - - - - -

D 2 2002 H14 （木造） 1 木造 2DK 45.94 18 28

計 2 - - - - - - - -

361 - - - - - - - -

- 1 1998 H10 1 2DK 48.84 22 32

- 1 1998 H10 2 3DK 75.35 22 32

計 2 - - - - - - -

2 - - - - - - -

1 7 1997 H9 耐火構造 5 RCラーメン 3LDK 81.3,83.6 23 33

計 7 - - - - - - - -

1 24 2002 H14 耐火構造 5 RC壁式 2DK 53.2,54.32,70.6 18 28

計 24 - - - - - - - -

A 2 2002 H14 2 3DK 76.30 18 28

B 2 2002 H14 2 3DK 76.30 18 28

C 2 2002 H14 2 3DK 76.30 18 28

D 2 2002 H14 1 1LDK 48.90 18 28

計 8 - - - - - - - -

39 - - - - - - - -

18 2013 H25 耐火構造 4 RCラーメン 1LDK～4DK 39.75～74.44 7 17

22 2016 H28 耐火構造 4 RC壁式 1DK～4K 41.72～76.40 4 14

40 - - - - - - - -

合計 442 - - - - - - - - -

注：立町特定公共賃貸住宅の一部については、R2.4.1から公営住宅に用途変更した。
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（木造） 木造

小計

都
市
再

生
住
宅

新
湊

ﾘｱﾝ放生津

ﾗ･ﾒｰﾙ放生津

小計

（木造） 木造

小計

特
公
賃
住
宅

新
湊

立
町

大
島

赤
井

下
す
ず
ほ

改
良
住
宅

大
門

中
村

耐火構造
RCラーメン

立
町

大
門

大
門

（木造） 木造

中
村

耐火構造 RC壁式

本
江

耐火構造 RC壁式

耐火構造 RC壁式

庄
西

耐火構造 RC壁式

公
営
住
宅

新
湊

庄
川

本
町

港
町

八
幡

殿
村

海
王
町

大
島

赤
井

下
す
ず
ほ

小計

建物概要

種
別

地
区

団
地
名

号
棟

管理
戸数

建設
年度 耐火

構造
形式

階
数

構造
方式 住戸

形式
戸当り住戸

専用面積（㎡）

経過年数

元号
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　　ウ　住棟別経過年数の整理

　　　　耐火構造建築物の八幡団地と港町団地、庄川本町団地の6棟が耐用年限の2分の1を経

　　　過しており、その戸数は124戸である。また、今後10年間では、庄西団地と殿村団地が

　　　新たに耐用年限の2分の1を経過することになり、合わせて206戸となる。

　　　　木造建築物の中村、大門、すずほ団地の全住棟が、現時点で既に耐用年限の2分の1を

　　　経過しており、その戸数は28戸である。また、今後10年間では、中村団地の6戸が耐用

　　　年限を迎える。

□経過年数グラフ
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凡例：★印は特定公共賃貸住宅
　　　☆印は（公営住宅、特公賃以外の）
　　　　その他住宅　　　
　　　無印は公営住宅

・耐火構造建築物の経過年数グラフ（公営住宅法上の耐用年限＝70年）

・木造建築物の経過年数グラフ（公営住宅法上の耐用年限＝30年）

←耐用年限の半数

←耐用年限の半数

30 20 10 0

40 30 20 10 0506070 3035
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経過年数

49

47

45

44
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37
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18
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八幡-1

港町

八幡-2

八幡-3

八幡-4

庄川本町-4

庄西-1

庄西-2

殿村-1

殿村-2

本江-1

立町（一部★）

海王町-1

本江-2

海王町-2

海王町-3

赤井（一部★）

赤井

22

22

18

17

17

☆中村（改良住宅）

中村-1

すずほ

★すずほ

大門-1

大門-2

経過年数

☆リアン放生津

☆ラ・メール放生津

7

4

耐用年限の1/2を経過している
団地

今後10年間で新たに耐用年限
の1/2を経過することになる
団地

124戸

206戸

☆リアン放生津 都市
再生
住宅

18



第2章

　　エ　市営住宅現況写真 ―その１―

庄川本町（公営住宅16戸、新湊） 殿村（公営住宅40戸、新湊）

港町（公営住宅12戸、新湊） 本江（公営住宅44戸、新湊）

特定公共賃貸住宅

都市再生住宅

八幡（公営住宅96戸、新湊） 海王町（公営住宅66戸、新湊）

1号棟

庄西（公営住宅42戸、新湊）

2号棟

3号棟
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―その２―

大門（公営住宅12戸、大門） 立町（公営住宅11戸、特定公共賃貸住宅7戸、新湊）

中村（公営住宅4戸、改良住宅2戸、大門） リアン放生津（都市再生住宅18戸、新湊）

特定公共賃貸住宅

都市再生住宅

赤井（公営住宅16戸、特定公共賃貸住宅24戸、大島） ラ・メール放生津（都市再生住宅22戸、新湊）

すずほ（公営住宅2戸、特定公共賃貸住宅8戸、下）

―34―
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　　オ　入居者特性

　　　(ｱ) 入居戸数、空室、待機世帯数

　　　　　令和2（2020）年4月1日における管理戸数は442戸で、うち、入居戸数341戸、空室数

　　　　は101戸、空室率は22.9％となっている。

　　　　　内訳別では、空室率が高いのは、令和2年4月に特定公共賃貸住宅から公営住宅に一部

　　　　用途変更した立町団地を除いて、公営住宅では庄西が35.7％、庄川本町が31.3％、本江

　　　　が29.5％、また特定公共賃貸住宅では赤井が50.0％等となっている。

　　　　　空室率が高い理由として、老朽化、バリアフリー非対応、供給過多な地域があること

　　　　等が考えられる。また、特定公共賃貸住宅については、社会情勢等の変化により民間事

　　　　業者による中堅所得者向け住宅団地が増加したことが挙げられる。

　　　　　一方、待機世帯数は近年、10～15世帯前後で推移している状況にある。

　　　　　なお、改良住宅と都市再生住宅は公募対象外としており、ここでは、入居戸数等を、

　　　　参考として記載するにとどめる。

□入居戸数、空室数、待機世帯数の状況 単位：戸・世帯

 入居戸数 空室数 空室率

H29 H30 R1

庄川本町 16 11 5 31.3% 0 1 0

港　町 12 9 3 25.0% 0 1 0

八　幡 96 76 20 20.8% 2 4 0

庄　西 42 27 15 35.7% 0 1 0

殿　村 40 33 7 17.5% 2 1 0

本　江 44 31 13 29.5% 1 1 0

海王町 66 56 10 15.2% 1 1 0

立　町 11 0 11 100.0% 0

大　門 12 12 0 0.0% 1 1 1

中　村 4 4 0 0.0% 1 0 1

赤　井 16 16 0 0.0% 1 3 5

すずほ 2 2 0 0.0% 0 2 0

計 361 277 84 23.3% 9 16 7

中村改良住宅 2 2 0 0.0%

計 2 2 0 0.0%

立　町 7 7 0 0.0% 0 0 0

赤　井 24 12 12 50.0% 0 0 0

すずほ 8 8 0 0.0% 0 0 0

計 39 27 12 30.8% 0 0 0

リアン放生津 18 16 2 11.1%

ラ・メール放生津 22 19 3 13.6%

計 40 35 5 12.5%

442 341 101 22.9% 9 16 7

注：待機世帯数はそれぞれ年度末の数値を示す。 射水市建築住宅課
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第2章

　　(ｲ) 世帯主の年齢 　(ｳ) 世帯人員

　　　　公営住宅では、新湊地区の最も古い3 　　　公営住宅では、新湊地区の3団地と大門

　　　団地（庄川本町、港町、八幡）や大門、 　　で単身世帯が過半数を超えている。3人以

　　　中村で高齢の世帯が多く、その他は比較 　　上世帯が多いのは殿村、本江となっている。

　　　的各年代層でバランスがとれている。特 　　　特公賃住宅では3人、4人世帯が多い。ま

　　　公賃住宅は、20～30歳代で約半数を占め 　　た、都市再生住宅では単身世帯が半数を占

　　　る。また、都市再生住宅では、70歳以上 　　め、ついで2人世帯が多い。

　　　が過半数を占めている。

・公営住宅（改良住宅含む） Ｎ＝279 ・公営住宅（改良住宅含む） Ｎ＝279

Ｎ＝5

Ｎ＝39

・特定公共賃貸住宅 Ｎ＝27 ・特定公共賃貸住宅 Ｎ＝27

・都市再生住宅　　 Ｎ＝35 ・都市再生住宅 Ｎ＝35
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0% 50% 100%

庄川本町

港 町

八 幡

庄 西

殿 村

本 江

海王町

立 町

大 門

中 村

赤 井

すずほ

公営全体

20代 30代 40代 50代 60代 70代～

0% 50% 100%

立 町

赤 井

すずほ

特公賃全体

20代 30代 40代 50代 60代 70代～

0% 50% 100%

庄川本町

港町

八幡

庄西

殿村

本江

海王町

立 町

大門

中村

赤井

すずほ

公営全体

単身 2人 3人 4人 5人～

0% 50% 100%

立町

赤井

すずほ

特公賃全体

単身 2人 3人 4人 5人～

0% 50% 100%

ﾘｱﾝ放生津

ﾗ・ﾒｰﾙ放生津

都市再生全体

20代 30代 40代 50代 60代 70代～

0% 50% 100%

ﾘｱﾝ放生津

ﾗ・ﾒｰﾙ放生津

都市再生全体

単身 2人 3人 4人 5人～
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　　(ｴ) 高齢者のいる世帯　 　　(ｵ) 家族構成

　　　高齢者世帯のいる割合は公営住宅全体で 　　　公営住宅では「単身」世帯の割合が一番

　　41.2％だが、その内、新湊地区の古い団地 　　多いが、次いで多い「母（父）+子」は、庄

　　である庄川本町、港町、八幡の他、大門、 　　西、殿村、赤井に多い。

　　中村で50％を超えている。 　　　特公賃住宅では、入居世帯27世帯中23世

　　　特公賃住宅では、入居戸数の7.4％、都 　　帯が「夫婦＋子」　で最も多い。また、都

　　市再生住宅で77.1％が、高齢者のいる世帯 　　市再生住宅では「単身」世帯が過半数を占

　　となっている。 　　めている。

単位：戸・世帯
・公営住宅（改良住宅含む）

Ｎ＝279

Ｎ＝5

Ｎ＝39

庄川本町 11 8 7 72.7%

港　町 9 8 5 88.9%

八　幡 76 46 34 60.5%

庄　西 27 5 5 18.5%

殿　村 33 4 3 12.1%

本　江 31 5 3 16.1%

海王町 56 22 12 39.3%

立　町 0 0 0 0.0%

大　門 12 7 4 58.3%

中　村 6 5 3 83.3%

赤　井 16 5 4 31.3%

すずほ 2 0 0 0.0% ・特定公共賃貸住宅
Ｎ＝27

計 279 115 80 41.2%

立　町 7 1 1 14.3%

赤　井 12 1 0 8.3%

すずほ 8 0 0 0.0%

計 27 2 1 7.4%

ﾘｱﾝ放生津 16 14 8 87.5%

ラ・メール放生津 19 13 10 68.4% ・都市再生住宅　　
Ｎ＝35

計 35 27 18 77.1%

341 144 99 42.2%

※1：「名義人＋子」で構成される世帯

団地名
入居
戸数

高齢者のいる世帯数 高齢者
世帯の
いる割

合
高齢単
身世帯

公
営
住
宅

(

改
良
住
宅
含
む
）

特
公
賃
住
宅

都
市
再
生

合計
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0% 50% 100%

庄川本町

港町

八幡

庄西

殿村

本江

海王町

立 町

大門

中村

赤井

すずほ

公営全体

単身 夫婦 夫婦+子 母(父)+子 その他

0% 50% 100%

立町

赤井

すずほ

特公賃全体

単身 夫婦 夫婦+子 母(父)+子 その他

0% 50% 100%

ﾘｱﾝ放生津

ﾗ・ﾒｰﾙ放生津

都市再生全体

単身 夫婦 夫婦+子 母(父)+子 その他
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　　(ｶ) 居住年数 　　(ｷ) 世帯収入月額

　　　　公営住宅では、居住年数が10年未満が 　　　　公営住宅では、158千円以下の一般階

　　　約半数であるが、20年以上の長期居住の 　　　層は約90％となっている。

　　　世帯が多いのは新湊地区の庄川本町、港 　　　　また、特公賃住宅では、158千円以上

　　　町、八幡の他、中村である。特公賃住宅 　　　で487千円以下の一般階層は約67％とな

　　　では、10年未満が約60％を占めている。 　　　っている。

　　　　また、都市再生住宅では、建物が比較

　　　的が新しいことから居住年数は短い。　

・公営住宅（改良住宅含む）
N＝279

・公営住宅
Ｎ＝277

・特定公共賃貸住宅
N=27

・特定公共賃貸住宅
Ｎ＝27

・都市再生住宅
N=35

注）改良住宅、都市再生住宅は公募対象外。
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注：改良住宅、都市再生住宅は省く。
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　(5) 住生活に関する意識調査

　　ア　調査の目的

　　　　具体的な計画策定に先立ち、射水市在住の関係者を対象として住宅・住環境等に関する

　　　意識調査を行った。これは、既存資料だけでは把握できない現状や問題点、課題を見つけ

　　　出し、今後の射水市における住宅施策のあり方を定めるための基礎資料とすることを目的

　　　とする。

　　イ　調査対象者

　　　　以下に示す射水市在住の計104人を対象に調査を行った。

対象数

自 治 会 関 係 27

商 工 関 係 6

農 業 委 員 会 7

民 生 ・ 児 童 関 係 16

教 育 関 係 21

福 祉 関 係 5

女 性 団 体 5

建 築 関 係 17

104

　　ウ　調査方法等

　　・配　　布：令和2（2020）年１月中旬

　　・回　　収：令和2（2020）年2月12日までに回収

　　・回 収 率：90.4％（配布数104サンプルに対し、回収は94サンプル）

　　・調査項目：問1～問7

　　エ　回答者の居住地区（問1）

居住地区 構成比

　　新湊地区 36 38.2%

　　小杉地区 33 35.1%

　　大門地区 14 14.9%

　　大島地区 6 6.4%

　　下地区 4 4.3%

　　不明 1 1.1%

　　　　計 94 100.0%
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ＰＴＡ

社会福祉協議会

婦人会

建築士会・宅地建物取引業

合　　　　　　計

人数

民生委員児童委員

区　　　分 細　　区　　分

地域振興会

商工会議所・商工会

農業委員会
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　　オ　集計結果一覧

　　　(ｱ) 設問に対する単純集計結果一覧

問２　現在の所属

1 地域振興会

2 商工会議所・商工会

3 農業委員会

4 民生委員児童委員

5 PTA

6 社会福祉協議会

7 婦人会

8 建築士会、宅建協会

合計 N=2

問３　定住の意向について（1つ）

1 住み続けたい

2 他に住み替えたい

3 分からない

不明

合計

1 防災や災害への対応

2 治安や防犯への対応

3 公共施設や医療施設等の利便性

4 自然や環境との関わり

5 近隣の地域の人達との関わり

6 その他

合計（注：複数回答含む）

不明

1 住み良い公的住宅の供給

2 住民参加の住宅づくり

3 快適な宅地の公的供給

4 公共交通環境の整備

5 高齢者にも住みよい住宅供給

6 教育・福祉施設等の充実

7 若者定着の魅力ある住宅

8 行政の他部門との連携

9 子育てしやすい住環境

10 防災・克雪等安全な住宅

11 住宅関連地場産業の育成

12 射水市らしい個性ある景観

13 空き家問題の解決

14 省エネや環境との共生

15 特に関心はない

16 その他 注：①割合は、回答者数94に対する数値

合計 　　②欄の網掛け部分は、回答数の多かった項目

2 2.1%

263 -
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50 53.2%

6 6.4%

0 0.0%

22 23.4%

2 2.1%

6 6.4%

29 30.9%

29 30.9%

31 33.0%

35 37.2%

16 17.0%

11 11.7%

4 4.3%

16 17.0%

4 4.3%

94 100.0%

6 6.4%

問６　重要と思われる住宅施策（3つまで） 計 割合

4 4.3%

15 16.0%

6 6.4%

5 5.3%
④

住み替えに
必要なこと

購入等費用支援、すぐ
に入居可能物件等30 31.9%

問５　住環境について課題と感じる点（1つ） 合計 割合
③

住み替え先
の居住形態

戸建て住宅（新築・中
古）34 36.2%

1 1.1%
②

住み替え理
由

働く環境対応や住居の
広さ等のため94 100.0%

2 2.1%
① 住み替え先 射水市、砺波市

2 2.1%

77 81.9%

合計 割合 問４　問３で「他に住み替えたい」と回
　　　答した方の選択肢89 94.7%

5 5.3%

5 5.3%

11 11.7%

7 7.5%

16 17.0%

0.0%

単位：人

合計 割合

27 28.7%

6 6.4%
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　　　(ｲ) 定住の意向について（問3・問4）

　　　　　射水市に住み続けたいと回答した割合は

　　　　94.7％で、住み替えたいと回答した割合は、

　　　　2.1％であった。 ・全体集計

　　　(ｳ) 住環境について課題と感じる点（問5：一つ選択）

　　　　　最も多いのは「防災や災害への対応」で、割合は34.0％、次いで「公共施設や医療

　　　　施設等の利便性」の30.0％、そして「近隣の地域の人達との関わり」が15.0％となっ　　　

　　　　ている。

　　　(ｴ) 重要と思われる住宅施策（問6）

　　　　　最も多いのは「空き家問題の解決」、次いで「公共交通環境の整備」「子育てしやすい

　　　　すい住環境」「若者が定住する魅力ある住宅の整備」「行政の他部門とも連携した総合的

　　　　な住宅施策」等となっている。 N=94   ※3つまで選択回答
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第2章

　　カ　自由意見の整理（問7）

　　　　射水市の住宅施策に対する自由意見を要約し、分野別に整理を行った。 凡例：●印は重複意見

人口・少子高齢化問題 住宅施策 空き家問題 まちづくり 地域・環境　他

・学校の統合に伴い、通学がスクールバスに
　なり、若い世代が住まなくなった。（大門）

・高齢者対策は必要だが、それ以外に住みやす
　くなる対策を図ってほしい。（小杉）

・空き家が増加傾向にあり、効果的な対策を地
　域に情報開示してほしい。（大門）

・内川周辺は移住希望者や新規出店の需要が生まれている。行
　政も積極的に取り組んでほしい。（新湊）

●当地域での土地の敷地境界が明確ではなく、自治会
　としては手の打ちようがない。（新湊・小杉）

・少子化問題に尽きる。近々の増加は見込め
　なくても、長期的な対策が必要。（新湊）

・市内の多くの宅地造成のネーミングに統一性
　がなく、バラバラ。（大門）

・年々空き家は増加しており、市で情報分析等
　はされているが、もっと市独自の施策を。
　（新湊）

・民間開発に対しては県・市のリーダーシップが欠かせない。
　行政は将来のまちづくりに責任をもってほしい。（新湊）

●地域活動やボランティア活動への協力者が減少傾向
　にあり、今後が懸念される。（新湊・小杉・大門2）

・後継ぎのいない世帯が増加し、コミュニテ
　ィの存続が心配。（新湊）

・太閤山ニュータウンは高齢化の進展、住宅の
　老朽化が進んでおり、将来的な再整備の検討
　を望む。（小杉）

●空き家所有者に対し、もっと積極的に活用・
　売却を促し、働きかけを進めてほしい。（新
　湊2・小杉5・大門）

●現在は車で買い物をしているが、高齢になると難しい。今後、
　交通環境の整備を期待する。（新湊2・小杉2）

・小中学校区の合区により、子供達は通学に不便を感
　じている。マンモス校にすることが最善の方法では
　ない。（新湊）

・自分の地域では、空き家が増加し、一人暮
　らしの住民が増加している。（新湊）

・新湊地区から転出する若者が多いが、放生津
　の区画整理で残留した若者も多い。市は若者
　のまちなか居住に手厚いサポートを。（新湊）

・空き家が増加しているが、相続放棄手続きは
　行われているのか。小動物の巣になっている
　所もあり、危険。（新湊）

・旧新湊地区では近年、内川周辺は観光地として賑わいを見せ
　ているが、若者世帯に定住を促す魅力づくりが必要。（新湊）

・住民の生活ニーズは変化し、地域の古い慣習が強す
　ぎ、若者達に不人気なのではと案じている。（新湊）

・市内小学校周辺に住宅地が増加し、環境も良
　好だが、将来的には他団地のように急激に高
　齢化が進むことが懸念され、対策を。（大門）

●空き家が増加し、防災・環境面の悪化が懸念
　され法体系整備が必要と思う。市はどんな対
　策を講じているのか。（新湊・小杉・大島）

・歩道の段差が多く見られ、地区代表、子育て世代、高齢者か
　ら歩道のバリアフリー化を求める意見は多い。対応をお願い
　したい。（小杉）

・地域の商店が大手スーパー進出により閉店、高齢者
　は不自由しており、必要な人に必要な支援を検討し
　て欲しい。（小杉）

・若者が住みたくなるような宅地対策を。
　（新湊）

・市街地の空洞化が進行しており、若い世帯や高齢者世帯が住
　みやすい住環境を整備して欲しい。（新湊）

・災害対策について市はどう考えているのか。ワンパ
　ターンの防災訓練ではダメなのではないか。（新湊）

・高齢化が進み、住宅の新築やリフォームが困
　難になり、公営住宅の入居希望者が増加傾向。
　（小杉）

・南北の公共交通網の強化を図ってほしい。（大門）
・若者が少ないので、防災・克雪への対処が難しくな
　っている。（新湊）

・住宅取得に伴い転入する世帯と、元々そこに
　居住する世帯とのコミュニティの融合を図る
　施策を。（大門）

・若者が結婚を機に実家を離れ、高齢夫婦世帯が増えている。
　若者に定住を促すような魅力あるまちづくりを。（小杉）

・ハザードマップで災害等の避難場所は確認している
　が、高齢者や障がい者、外国人対策は十分か。
　（大門）

・農村での豊かな自然環境を活かした住宅団地
　を検討して欲しい。将来の農業維持、発展に
　繋がる。（小杉）

・若い世代の意見も聞いて、住生活基本計画及びまちづくりを
　進めてほしい。（小杉）

・庄川流域であり、雨水対策がどうなっているのか不
　安。（大島）

・災害に強いまちづくりを、地区住民と協議しながら進めてほ
　しい。（新湊）

・金山地区は年々獣害が増加し、子供達は危険。山間
　部に居住する住民も安心して住める環境に。（小杉）

・公共交通環境は偏りがあり、小杉・大島・大門地区は良いが、
　新湊・下地区は悪い。（小杉）

・住宅密集地であり、雪を捨てる場所が無く、毎年頭
　の痛い問題。（大島）

・富山高岡広域都市計画区域指定による成果は実感できない。
　射水市のメリットはあるのか。（小杉）

●空き家を利用して外国人が数名住んでいるが、なか
　なかコミュニケーションがとれない。（新湊2・小杉）

・生活するには静かで住みやすいが、各種の施設が少なく、不
　便なところ。（新湊）

・田圃は組合で耕作してもらえるが、畑は引き受けて
　もらえず黒いシートに覆われており、この状況に何
　か良い策はないものか。（下）

・歌の森公園に”スタバ”が進出の話を聞いており、出入口が
　小学校通学路に面しており、危険性はないか。（小杉）

●住まいが市街地から離れており、自動車以外での移
　動が困難。特に高校への通学等が大変。（新湊2）

・街を歩く人は平日、休日問わず少ない。活気のある住環境に
　は商業施設は不可欠なのだが。（新湊）

・水田の有効活用策として、公共施設（スポ
　ーツ、高齢者施設）や工業団地を誘致し、
　他市町からの転入を促せばどうか。（大門）

・放生津地区は若者世代が住みにくいので、空
　き家活用で2,3棟を1棟に改装し、若者世帯や
　2世帯が住めるような助成制度を。（新湊）

・空き家問題については、市・民間（不動産、
　住宅メーカー）、空き家バンクが連携するこ
　とが重要。（新湊）

・公共交通機関を活用した観光・商業施設や企業誘致は宅地開
　発を促し、市活性化に繋がると思う。（大門）

・ブランコが設置された公園が近くになく、大島小学
　校に設置して欲しい。（大島）

・二世代住宅の推奨は住宅部門の他、福祉・
　教育分野と連携した総合的な対策が必要。
　住民意識の啓蒙活動も重要。（新湊）

・射水市の各地域の歴史・伝統を活かす視点が、
　住宅政策にも不可欠だと思う。（新湊）

・他市の空き家活用のコミュニティの場づくり
　をニュースで見たが、行政はこの様なNPO等活
　動を支援する施策を検討して欲しい。(新湊)

・高齢者が住みやすい住環境の整備、若者が地域に残りたいと
　思う魅力ある環境の整備も必要で、行政内の連携が大切。
　（小杉）

・サイクリング道路等の道路脇の植栽が剪定されてい
　ない場所が目立つが、地域に管理の依頼はできない
　のか。（大門）

・住宅地の区画が広いので、二世帯住宅の推
　進を図るための補助制度を設ければ、人口
　減少対策に寄与するのでは。（下）

・市が住宅団地を造成し、若者定住化を推進す
　るのであれば、立地条件の良い低価格な土地
　を地域全体で協力したい。（新湊）

・空き家対策については、利活用より安全性確
　保という意味で、危険な建物の除却を優先的
　に進めてほしい。（小杉）

・今後高齢化により運転免許返上が増加すると考えられ、地球
　温暖化対策もあり、公共交通機関の充実を重点施策にするべ
　き。（新湊）

・高校生の通学手段や高齢者の買い物、通院手段とし
　て、コミュニティバスの充実を図ってほしい。
　（新湊）

・人口減少対策として、県外で就職した人達
　を呼び戻すため、魅力あるまちづくりを進
　める。（下）

・若者等に定住を促すのであれば、新しく土地
　を供給するより、今余っている空き地、空き
　家を活用する方が大事。（新湊）

・「空き家対策支援事業」の中に賃貸目的の改
　修も加えてほしい。（小杉）

・高齢者が気軽に集え、子供達が安心して遊べる総合的な福祉
　施設が身近にあれば、町全体が活性化し住み良くなるのでは。
　（新湊）

・昭和8年に庄川の氾濫により洪水被害がでた。近年
　は異常気象が想定され、より一層の災害対策を考え
　てほしい。（新湊）

・市内20基の曳山を小学生に曳き手や試乗の
　体験を通して感動を与え、誇りを感じさせ
　たい。（大門）

・新産都市地域の無指定地域では、農地を住宅地にすることが
　できるが、指定地域では難しい。新産都市指定後50年以上経
　過し、解除すべき。（新湊）

・交流人口の増加により雇用を創出し、若者
　の定着化を促せばどうか。（小杉）

・越中大門駅前及び駅舎整備に合わせた公共交通の利便性の向
　上と周辺の住環境整備による活性化の取組みを。（大門）

・公園等の補助金を増やし、まちづくりの推進を。（小杉）

・無電柱化の推進を図ってほしい。（大門）

・住民参加のまちづくりが必要。（新湊）

―42―

問
題
点
・
課
題
及
び
要
望

住
宅
・
住
環
境
に
関
す
る
提
案

・新湊・下地区の少子高齢化が著しく、空き家
　の活用による地域の再生が必要。観光や高齢
　者に特化した施設を集約し、交流人口の増加
　により雇用を創出し、若者の定着化を促す。
　（小杉）
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（　資　料　編　）



第2章

３　問題点・課題

③木造住宅耐震診断支援事業及び耐震改修支援事業はともに伸びていな ⑤家族構成は、公営住宅で単身及び母（父）＋子世帯の割合が最も多い。

　い。 ⑥居住年数は、公営住宅で10年未満が約半数、20年以上が約20％を占める。

□市営住宅の状況から

①市営住宅は、公営住宅361戸、改良住宅2戸、特公賃住宅39戸、都市再生住宅40戸の

　合計442戸となっている。公営住宅ストック比率は小杉地区7.0%、新湊地区3.7％。

②令和2年時点で耐用年数の1/2以上を経過する住戸は、耐火建築物124戸、木造28戸。

（その他、有識者意識調査やこれまでの取組
　状況等から）
○空き家対策と合わせた若者定着施策の取組
○住民への相談体制の充実
○地区毎の課題に対応したまちづくりの推進
○官民連携による施策の推進

□既定施策の取り組み状況から ③空室率は全体で22.6％、公営住宅23.0％、特公賃住宅30.8％。入居待機者は公営住

・高齢者の増加への対応が必要。

　りは、1寝室タイプと2寝室タイプがほぼ同数。

・若者が少なくなっており、若者を呼び込む魅力づくりと移住・定住支

⑨空き家数は増加傾向で、H30年で空き家率11.4％であるが、全国平均の13.6％、県平均

（市営住宅の状況から）
○市営住宅の住宅セーフティネットの要とし
　ての機能の発揮（市営住宅の適正な目標戸
　数の検討と供給）
○適切な維持保全と改善事業の実施

・豊かな住環境・住文化
　の継承と再生
・災害等に強い地域と住ま
　いづくり

　援を充実させるべき。

　の13.2％のいずれからも下回っている。

・少子高齢化の進展、空家の増加により地域のコミュニティ機能の弱体

　化が懸念される。

・積雪や雨水、災害への対策について行政に対する期待が高い。

①空き家情報バンクの登録件数は伸びている。 　宅のみで、近年は年間10～15世帯程度。

②空き家対策支援事業の実績は一定水準で推移している。 ④高齢者のいる世帯は全体の約40％で、その内の約70％が高齢単身世帯。

　共施設や医療施設等の利便性」の順で、それぞれ約30％が回答。

③宅地開発はこの10年間で計882区画供給されており（年平均88区画）、その約60％が

③重要と思われる施策で最も多いのが「空き家問題の解決」で、次いで

　小杉地区に集中している。

・空き家についての関心が高い。空き家所有者に対する働きかけや、活

⑦住宅用火災警報器の条例適合率は約60％で、県、全国平均より低い。

　用を促す取組が必要。

⑧民間賃貸住宅は増加傾向で、年平均約150戸供給されている。民間賃貸アパートの間取

「産業・地域」の視点か
　らの課題

　「公共交通環境の整備」「子育てしやすい住環境」「若者定着の魅力

④持ち家率は約80％と高く、一方で、民営借家に住む世帯が増加傾向。

　ある住宅」「行政の他部門との連携」と続く。

⑤持ち家、民営借家の耐震性が不十分と考えられる建物がそれぞれ37％、27％ある。

④主な自由意見

⑥住宅のバリアフリー化や省エネ設備設置割合は、依然として低い。

「住まい」の視点からの
　課題③市の魅力を内外に発信し、新しい人の流れづくり

③民営借家の18.4％が、著しい困窮年収未満世帯。

④安全で安心して暮らせる時代に合ったまちづくり

④子ども（6才未満）を育成する世帯割合は、H27年では約10％（H27）。

・増加する空き家への対
　応
・良質な住宅ストックの
　形成
・ライフスタイルの変化
　への対応

（住宅・住環境の状況から）
○豊かな住環境、住文化の継承への取組
○安全で快適な魅力ある市街地居住の実現
○既存の住まいの質的向上への取組
○空き家の利活用の促進等、有効な空き家対
　策の実施
○交通利便性の向上
○自然災害や火災等に対応したまちづくり

□住生活に関する意識調査から

□住宅・住環境の状況から

（住宅確保要配慮者の状況から）
○若者・子育て世代や高齢者等が、安心して
　暮らせる住まい・住環境の提供
○高齢者、障がい者、外国人等の住宅確保要
　配慮者への安定居住への対応

□射水市人口ビジョン及び第２期射水市まち・ひと・しごと創生総合戦略 ①高齢者がいる世帯は約5割、高齢単身、高齢夫婦世帯は増加傾向。

【基本目標】 ②生活保護世帯、身体障がい者数は横ばい傾向。他方、知的・精神障がい者等は増加傾向。

①結婚・出産・子育て・子どもの学びの環境づくり 　外国人は増加傾向。

②地域のしごとづくり

①回答者のほぼ全員が射水市に定住意向をもっている。

①内川沿いの町並みや旧北陸街道沿いの町並み等、各地区に特徴的な住環境がある。

・
支
え
合
う
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成

・
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
取
組

②住環境についての課題として多いのが、「防災や災害への対応」「公

②新湊地区の密集市街地で、近年2街区で福祉施設併設の都市再生住宅が供給された。

【潤いのある安心して暮らせるまち（抜粋）】 ④高齢化が進行し、高齢化率は28.7％（H27）と全国平均より高い。

①快適で住みよいまちづくり

②安心して暮らせるまちづくり □住宅の確保に配慮を要する対象層の状況から

　での課題が顕在化する恐れ □人口・世帯等の状況から

□第２次射水市総合計画 ①人口は市域全体でも減少傾向であるが、新湊地区が顕著で、地区により違いが大きい。

【健康でみんなが支えあうまち（抜粋）】 ②出生率の低下と一世帯当たり人員も減少基調で、世帯の小規模化が進行。

　題研究所）、地域コミュニティの継続、維持等に懸念。

　者の急増 ③行財政規模の縮小により公共サービスの民間市場への依存への期待。

②世帯数減少と空き家の増加 　他方、公共サービス、民間市場からもこぼれる生活困窮者の増大の懸念。

③地域コミュニティの希薄化と居住環境の質の低下 ④空き家等の増加に伴う景観や住環境の悪化、民間市場偏重の住まいづくり等による

①健康で元気なまちづくり ③人口動態では、自然減の割合が高く、今後も純減少傾向が続くと予想される。

                                                                ―43―

現状と問題点 住まい・住環境に係る課題

上位計画・関連計画 □社会情勢全般から

□住宅生活基本計画（全国計画） ①少子高齢化・人口減少により、居住基盤含め地域経済の弱体化。

【今後１０年間の課題】 ②若年単身世帯に加え、今後高齢単身世帯の増加が予想され（国立社会保障・人口問

④少子高齢化と人口減少が、住宅政策上の諸問題の根本的な要因 　住文化の衰退の懸念。
「人」の視点からの課題

　
　
　
　
連
携
・
協
働
に
よ
る
課
題
解
決

⑤リフォーム・既存住宅流通等、ストック活用型市場への転嫁の遅れ ⑤新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う生活ライフスタイルへの影響。

⑥マンションの老朽化・空き家の増加により、防災・治安・衛生面

・人口減少と少子高齢化
　への対応
・住まいのセーフティネ
　ットの充実
・人間関係の希薄化への
　対応

（上位関連計画や社会情勢全般、人口・世帯
　等の状況から）
○人口減少を抑え、安全・安心の住環境づく
　りや定住、移住の促進
○お互いに支え合う地域コミュニティの堅持、
　強化
○安全で、快適な魅力ある住環境づくり
○空き家の活用等、既存ストックの活用
○新型コロナウイルス感染症の影響で生じた
　ライフスタイルの変化への対応

本市の住生活に関する課題①少子高齢化と人口減少の急速な進展。大都市圏における後期高齢



㈱創 計画研究所

R2.3.23時点素案

2020（Ｒ2）年度

射 水 市 公 営 住 宅 等 長 寿 命 化 計 画

（　資　料　編　）



第3章

第３章　住宅施策の目標と基本方針

１　目標と基本方針

　(1) 基本理念

　　　人口減少、少子高齢化等の急速な進展、空き家問題の顕在化や地域コミュニティ機能の低下

　　等、住生活を取り巻く社会情勢が大きく変化しており、住宅施策においてもこれまで以上に福

　　祉、環境、防災等の他分野との連携が重要になっている。

　　　また、このような背景の中で、一人ひとりが安全・安心に自分らしく生きる豊かな住生活の

　　実現が求められており、市の将来像等を踏まえながら、本計画における理念を以下のとおり設

　　定する。

　(2) 住宅施策の目標

　　　本計画においては、住生活基本計画（全国計画）における 3つの視点を基本にした課題と、

　　その解決に向けた連携・協働の取組を課題として整理している。

　　　これらの課題に対応する基本目標として、以下の4つの目標を設定する。

・豊かな住環境・住文化の継承と
　再生
・災害等に強い地域と住まいづく
　り

【目標4】

連携・協働の取組による
住宅施策の推進

―44―

・増加する空き家への対応
・良質な住宅ストックの形成
・ライフスタイルの変化への対応

・
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
取
組

・
支
え
合
う
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の

　
形
成 【目標3】

地域特性を活かした安全で
魅力ある住環境の創出

―誰もが自分らしく、支え合いの中で安心して暮らせる住生活の実現―

課題 基本目標

「人」の視点からの課題 　
連
携
・
協
働
に
よ
る

　
課
題
解
決

【目標1】

・人口減少と少子高齢化への対応
・住まいのセーフティネットの充
　実
・人間関係の希薄化への対応

良質な住宅ストックの形成
と効果的な活用

【目標2】

誰もが安心して住み続け
られる住環境の形成「住まい」の視点からの課題

「産業・地域」の視点からの課題
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　（3) 施策体系

理念

①長期優良住宅制度の活用促進 ②環境にやさしい住まいの普及促進

③住宅性能表示制度の普及促進 ④住宅保険・保証制度の普及促進

(2) 既存住宅のリフォームの促進 ①住まいのリフォームの促進 ②住まいのトイレの水洗化等の促進

①空き家等の実態把握 ②管理意識の向上

③相談体制の充実 ④危険空き家の除却

①空き家情報バンクへの登録促進 ②住宅診断（ホームインスペクション）の普及

③空き家のリフォーム支援

①地域活動拠点整備のための空き家活用 ②住宅セーフティネット機能の補完

③空き家活用による市街地エリアへの居住促進

①住宅取得に対する支援 ②良好な宅地開発の誘導・支援

③市外からの転入者に対する支援

(2) 移住・定住者への居住支援 ①移住者の定住支援 ②働く若者のための居住支援

①民間賃貸住宅への入居支援 ②子育て世帯の住宅取得支援

③子育て世帯のニーズに対応した住環境づくりの推進

①高齢者等に向けた多様な住宅の供給 ②バリアフリーの住まい・まちづくりの促進

③高齢者等の気軽な居場所づくり ④マイホーム借上げ制度を活用した住み替え支援

①民間住宅を活用した居住の安定の確保 ②低所得者向け家賃補助制度の拡充

③公営住宅の適切な供給

①将来目標に基づく適切な戸数の供給

③公営住宅の多様な活用

(1) 地域の特性を踏まえた土地利用の推進

①歴史的・文化的資源を活かした町並みの形成 ②地区計画、建築協定等の普及促進

①射水市独自の住宅モデルの構築 ②富山県産材の利用促進

③住宅関連業者との連携促進

(4) 居住再生モデルゾーンの創出
　

①耐震化の促進 ②市街地住宅の不燃化の促進

③災害に強い住環境整備 ④危険空き家の除却

(2) 災害に強いまちづくり ①市営住宅の一時使用 ②防災意識の向上

(1) 空き家を活用したコミュニティ拠点づくり

(2) 多世代居住等の多様な選択居住の推進 ①多世代同居、隣居、近居への支援 ②共助・共生型住まいの普及啓発

①多様な人々が集う交流の場づくり ②外国人等が入居しやすい民間住宅の供給促進

③地域で支え合うコミュニティづくり

(1) 住まいとまちづくりに関する情報の発信 ①移住・定住を促す魅力情報の発信 ②制度等のPR、普及活動の推進

(2) 住まいとまちづくりに関する総合窓口の充実

(3) 住まいとまちづくり推進体制の構築 ①協働のまちづくりの推進 ②まちづくりワークショップの開催
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③地域の住環境づくりへの参加促進と住教育の充実

(3) 地産地消の住宅産業の育成

①既存住宅地のリノベーション

(1) 安全で快適な住環境づくり

①連携・協働による総合窓口の充実

①空き家を活用した地域活性化施設づくり

(3) 多様な人々が集まって暮らす地域づくり

5
住まいのセーフテ
ィネットの充実

(1) 多様で重層的な住宅セーフティネットの構築

(2) 市営住宅の適正な供給と管理の継続
②公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業の実施と
維持管理の継続

6
地域の住み良さが
実感できる住まい
と住環境づくり

①射水市都市計画マスタープランを踏まえた土地利用と居住の誘導

(2) 地域特性を活かした魅力ある住環境づくり

空き家のリフォームと流通促進

(3) 空き家を活用した地域課題の解決に向けた取組

誰もが安心し
て住み続けら
れる住環境の
形成

4

子育て世帯、高齢
者世帯等が安心し
て暮らせる住環境
づくり

(1) 若者・子育て世帯への住宅供給や住環境づくり

(2) 高齢者等世帯への住宅供給や住環境づくり

良質な住宅ストックの形成

良質な住宅ス
トックの形成
と効果的な活
用 2 空き家の管理と活用

(1) 空き家の適正な管理の促進

【目標2】

3 移住・定住の促進
(1) 魅力ある住まいや宅地の供給

基本目標 基本方針 施策方向 取　組

誰
も
が
自
分
ら
し
く
、
支
え
合
い
の
中
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
生
活
の
実
現

【目標1】

1
良質な住宅ストッ
クの普及促進

(1)

(2)

【目標3】

地域特性を活
かした安全で
魅力ある住環
境の創出

7
安全で快適な住環
境の形成

【目標4】

8
支え合う住環境づ
くり

連携・協働の
取組による住
宅施策の推進

9
住まいとまちづく
り推進体制の充実
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第４章　住宅施策の展開

１　住宅施策の展開

　　以下に、基本目標ごとに設定した基本方針に基づき、施策方向及び具体的施策を示す。

　(1) 施策の方向性

　　　○長期優良住宅制度の活用や住宅性能表示制度の普及を図りながら、長期間住み続けら

　　　　れる良質な住宅の供給を促進する。

　　　○省資源、省エネルギー住宅の普及促進

　　　○既存住宅の性能向上に資する改修（リノベーション）を推進し、良質な住宅ストック

　　　　の普及を促進する。

　　　○バリアフリー化促進：【目標2】基本方針4　で記載

　　　○耐震化の促進　　　：【目標3】基本方針7　で記載

　(2) 施策の体系

・長期優良住宅制度の優遇措置について

　パンフレット等による情報提供の充実

　を図る。

・（新）環境になるべく負荷をかけない

　ように外壁や屋根の断熱性能の向上、

　高効率の設備機器の導入、太陽光発電

　システムや木材等のリサイクル可能な

　建材の活用等、環境に優しい省エネル

↓ 　ギー住宅 （ ※3 ）の普及を図り、そ

※1：直接：市が直接実施する施策、支援：融資や助成制度等による支援施策、誘導：誘導、促進、啓発を図る施策

※2：所管行政庁に申請し長期優良住宅として認定を受けることができる。

　認定基準はバリアフリー性、間取りの可変性、耐震性等となっており、平成28（2016）年4月からは、増改築を行った

　中古住宅でも認定を取得することが可能となった。認定を受けた住宅は、固定資産税等の軽減措置の他、住宅ローン減

　税等のメリットがある。

※3：二酸化炭素排出量の減少が世界的に求められるなか、太陽光を利用する発電装置の設置や、窓の二重サッシ・複層ガ

　ラスの採用等による断熱対策等、省エネルギー化に配慮した住宅のこと。

　（P47図参照）

　【目標１】良質な住宅ストックの形成と効果的な活用

　　基本方針１：良質な住宅ストックの普及促進

具体的施策 施策の種別（※1）

取組
概　要

((新)新規施策、●印は実施中の事業)

良質な住宅スト
ックの形成

長期優良住宅制度(※2)
の活用促進

―46―

施策方向
直接 支援 誘導

環境にやさしい住まい
の普及促進

○ ○

○

　のための助成金等の支援策を検討する。
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・住宅性能表示制度の趣旨や評価書の取

　得によるメリット等について、パンフ

　レット等による情報提供を充実する。

・住宅瑕疵担保履行法に基づく保険制度

　や、完成保証制度等の住宅保険・保証

　制度に関する情報提供を充実し、普及

　促進を図る。

・子育て・高齢者・障がい者世帯に対応

　した、リフォーム支援を推進する。

・（新）テレワーク等に対応した住宅リ

　フォーム支援を検討する。

・下水道の利用促進、生活排水による公

　共水域の汚濁防止のため、助成制度や

　融資制度の周知を図りながら、トイレ

　水洗化や浄化槽設置を促進する。

●合併処理浄化槽設置整備事業

●水洗便所改造資金融資制度

P46：省エネルギー住宅のイメージ図

出典：建築省エネ機構

※1：「住宅の品質確保に関する法律」に基づき、住宅の性能水準（10区分）に関する事項を、第三者機関により評価、表

　示を行う制度
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施策方向
直接 支援 誘導

既存住宅のリフォ
ームの促進

住まいのリフォームの
促進

○ ○

●親・祖父母と暮らす住宅リフォーム等支援事業

●住宅改修費助成（高齢者・障がい者向け）

住まいのトイレの水洗
化等の促進

↑

住宅性能表示制度(※
1)の普及促進

○

取組

○ ○

具体的施策 施策の種別

住宅保険・保証制度の
普及促進

○

概　要

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
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　(1) 施策の方向性

　　　○空き家の適正な管理を促進するため、空き家の実態把握等の取組を推進する。

　　　○所有者や地域のニーズに応じた空き家の利活用を促進するため、利用可能な空き家の

　　　　発掘や空き家バンクへの登録促進、空き家利用希望者とのマッチング等の取組を推進

　　　　する。

　　　○空き家等を活用し、地域課題の解決に向けた地域活動拠点づくり等の取組を支援する。

　(2) 施策の体系

・空き家や空き地の実態を把握するため

　地域振興会等の協力を得ながら空き家

　等の所在や状況、所有者不明空き家の

　確知作業等の調査を定期的に行う。

　また、改修等による有効活用の可能性

　についても調査を行う。

●空き家実態調査、空き家等対策協議会

・市のホームページや広報紙等の多様な

　媒体を利用し、空き家等がもたらす諸

　問題、管理方法等について情報提供を

　行い、管理意識向上の取組を強化する。

・空き家の管理や利活用等に関する関係

　諸団体との連携を強化し、どの窓口で

　も、情報の共有化により速やかに、ま

　た適切な相談が受けられるシステムづ

　くりを推進する。

●地域住宅相談所への支援と連携強化

・老朽化が進み、危険になった空き家の

　除却を促進する。

●射水市空き家等対策協議会

●射水市空き家対策支援事業

●特定空き家等の認定

●緊急安全代行措置（緊急解体工事）

・市民に対し、空き家情報バンクへの登

　録を促進し、住宅市場での流通を活性

　化させる。

●空き家情報バンクへの登録促進

●指定宅地取得支援助成制度（バンク型）

●（一社）県中央古民家再生協会との連携強化

管理意識の向上

●きららか射水移住支援補助制度（空き家活用型）

○

↓

空き家のリフォー
ムと流通促進

○ ○

　　基本方針２：空き家の管理と活用

具体的施策 施策の種別

誘導
施策方向

直接 支援取組
概　要

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
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空き家の適正な管
理の促進

空き家等の実態把握

危険空き家の除却 ○ ○

○

相談体制の充実 ○

○

○

空き家情報バンクへの
登録促進

○ ○ ○
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・空き家の取得時におけるトラブル防止

　のため、住宅の質等を調査・診断する

　制度の普及啓発を図る。

・空き家の利活用促進のため、国・県の

　支援策と連携したリフォーム支援の充

　実を図る。

・（新）空き家をシェアワークスペース

　やサテライトオフィス等に活用にする

　ためのマッチングの支援を検討する。

●県外転入者空き家改修事業

●先駆的空き家活用モデル支援事業

・国の支援策等の情報の周知を図り、地

　域住民との連携を図りながら、空き家

　を活用した集会所等の地域活動拠点の

　整備を推進する。

・富山県居住支援協議会とも連携し、住

　空き家を活用した住宅確保要配慮者の

　入居を拒まない賃貸住宅の情報提供を

　充実し、供給を促進する。

・市街地エリアへの居住を促進するため

　空き家や隣接する土地取得等の助成金

　等の支援を検討する。

※1：ホームインスペクター（住宅診断士）が、専門家の立場から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改善すべき個所やそ

　の時期、概算費用等を見極め、アドバイスを行う専門業務

※2：改正住宅セーフティネット法（平成29(2017)年）により、増加する民間の空き家・空室を活用して、住宅確保要

　配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録住宅として、広く提供しようとする制度

【新たな住宅セーフティネット制度】

※3：空き家情報バンクに登録された市街化区域内の空き家（空き地）の購入に対して助成する制度

↑

○

○

○

　宅セーフティネット制度（※2）により、

○

●指定宅地取得支援助成制度（バンク型）（※3）

取組
概　要

((新)新規施策、●印は実施中の事業)

住宅診断（ホームイン
スペクション）（※
1）の普及

○

出典：国土交通省

―49―

施策方向
直接 支援 誘導

空き家を活用した
地域課題の解決に
向けた取組

○ ○

住宅セーフティネット
機能の補完

地域活動拠点整備のた
めの空き家活用

空き家活用による市街
地エリアへの居住促進

具体的施策 施策の種別

空き家のリフォーム支
援

空き家・空室活用
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　(1) 施策の方向性

　　　○移住・定住を促進するため、住宅取得に対する支援策の充実を図る。

　　　○移住者等のニーズに応じた支援策の充実、強化を図る。

　　　○魅力的な情報発信（移住者自身の経験談等も含む）を強化する。

　(2) 施策の体系

・市内外からの移住・住替え希望者のニ

　ーズに応えるため、住宅取得に対する

　支援を拡充する。

・空き家等既存ストックを活用した住宅

　取得を促進する。

・ふるさと回帰志向や二地域居住等の新

　たな居住ニーズにも応えるため、住宅

　取得支援だけでなく、仕事の相談体制

　や子育て環境情報等の発信を強化する。

●きららか射水移住支援補助制度

・良好な宅地供給を促進するため、魅力

・活用が期待される遊休地の情報の共有

　化を図る。

●土地開発事業

・移住者の定住を図るため、ニーズの把

　握や地元住民との交流を通じた移住体

　験事業を推進し、魅力的な情報発信を

　強化する。

・東京から移住し、就業する人に対する

　富山県移住支援制度（※2）の活用を

　促進する。

●移住交流促進事業

●移住者受入モデル地域支援事業

●富山県移住支援制度

・（新）本市で働く若者や創業者等の安

　定居住を支援するため、市営住宅や空

　き家の利活用を検討する。

※1：市が指定した住宅団地の宅地の購入に対して助成する制度
※2：東京23区（在住者又は通勤者）から富山県へ移住し、移住支援対象求人に就業した方に、国・県・市町村が共同で
　移住支援金を支給する制度

　的で健全な市街地の形成を目指し事業

良好な宅地開発の誘
導・支援

魅力ある住まいや
宅地の供給

○○

　者が行う宅地開発に対する助成制度の

●先駆的空き家活用モデル支援事業

　充実を図る。

○○住宅取得に対する支援

●指定宅地取得支援助成制度（団地型）(※1)
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移住・定住者への
居住支援

移住者の定住支援 ○ ○

働く若者のための居住
支援

○ ○

　【目標２】誰もが安心して住み続けられる住環境の形成

　　基本方針３：移住・定住の促進

具体的施策 施策の種別

概　要施策方向
取組

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
直接 支援 誘導
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　(1) 施策の方向性

　　　○子育て世帯の多様なニーズに対応する住宅の供給や、魅力ある住環境を創出する。

　　　○高齢者向け住宅の供給、住まいの安全性向上やバリアフリー化を促進する。

　　　○射水市バリアフリーマスタープランと連携し、高齢者や障がい者等が安心して出歩く

　　　　ことができる住環境づくりを推進する。

　(2) 施策の体系

・若者・子育て・ひとり親世帯等の民間

　賃貸住宅家賃低廉化への支援策を充実

　する。

●若者世帯定住促進家賃補助事業

・（新）子育て世帯の住宅取得に対して

　住宅金融支援機構の支援制度と連携し

　た市独自の支援策を検討する。

・（新）空き地や未利用地等を活用した

　子どもの遊び場や自然体験の場づくり

　等を住民との連携により推進する。

・（新）サービス付き高齢者向け住宅(P

　52)やコレクティブハウス、シェアハウ

　ス等(P59)、多様な高齢者等向け住宅の

　情報提供を充実し、供給を促進する。

・高齢者や障がい者等の住まいのバリア

　フリー化やヒートショック対策等の情

　報提供を充実し、供給促進を図る。

・高齢者・障がい者等の移動や日常生活

　の利便性向上のため、まちなかのバリ

　アフリーや交通網の充実を図る。

●親・祖父母と暮らす住宅リフォーム等

　支援事業

・（新）「富山型デイサービス」に引き

　続き、身近な地域で高齢者、子ども、

　障がい者、外国人、移住者等が気軽に

　集まれるよう、既存の「集いの場」を

　コミュニティづくり（P52)を推進する。

高齢者等の気軽な居場
所づくり

○ ○ ○
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↓
　充実するとともに、「ごちゃまぜ」の

高齢者等世帯への
住宅供給や住環境
づくり

高齢者等に向けた多様
な住宅の供給

○

バリアフリーの住まい
・まちづくりの促進

○ ○ ○

　　基本方針４：子育て世帯、高齢者世帯等が安心して暮らせる住環境づくり

具体的施策 施策の種別

概　要施策方向
取組

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
直接 支援 誘導

若者・子育て世帯
への住宅供給や住
環境づくり

民間賃貸住宅への入居
支援

○

子育て世帯の住宅取得
支援

○

子育て世帯のニーズに
対応した住環境づくり
の推進

○ ○ ○

○
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・子育て世帯（借主側）と高齢者世帯

　（貸主側）に対し、（一社）移住・す

　みかえ支援機構のマイホーム借上げ制

　度（※1)について、住宅相談所窓口等

　も活用し、情報提供の充実を図る。

P51：サービス付き高齢者向け住宅のイメージ図

P51：高齢者等に優しい住まいと住環境づくりのイメージ図

P51:「富山型デイサービス」は、富山から全国に発信した新しい形の福祉サービスで、年齢や障害の有無にかかわらず、

　誰もが一緒に身近な地域でデイサービスを受けられるシステム。

P51:「ごちゃまぜ」のコミュニティとは、子ども、高齢者、学生など、障害の有無にかかわらず多様な人が交流すること

　により、役割を持って活躍する居場所が創出されるもの。

※1：50歳以上のシニアを対象にマイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する制度で、自宅を売却すること

　なく、住み替えや老後の資金として活用できる。

マイホーム借上げ制度
を活用した住み替え支
援

―52―

具体的施策 施策の種別

概　要

↑ ○

施策方向
取組

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
直接 支援 誘導

共用空間

ケア専門家

サービス付き高齢者向け住宅

台所・食堂、

浴室、収納

設備、地域

交流スペー

ス等

住戸

住戸

住戸

（義務）

安否確認

生活相談

地域社会・住民

介護サービス利用

住戸

住戸

交流

事業運営主体

（国等の建設補助金、税制優遇措置等有り）

各種生活支援サービス

（緊急時対応、食事、

　介護サービス等）

 非常灯・警報音・開錠 

 近隣居住者

医療系施設

町内会、自治会
ボランティア等

ユニバーサルデザインに配慮
された施設や住環境

見守り

介護・福祉系施設

消防署

・高齢者見守りコールセンター
・生活援助サービス
・買い物支援
・老人福祉電話貸与
・除雪支援　等

生活支援

居住者

日常雑貨店
コンビニ

金融機関

緊急通報

\高齢者等の居場所
・公民館等の集いの場
　や地域ふれあいサロ
　ンでの活動
・公園、散策路　等

地域包括ケアシステム

住まい
・自宅（バリアフリー住宅、
　省エネルギー住宅)
・サービス付き高齢者向け住宅
・要配慮者登録住宅
・有料老人ホーム　等

ライフサポートアド
バイザー等の見回り

巡回・送迎バス
コミュニティバス等
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　(1) 施策の方向性

　　　○高齢者や子育て・ひとり親世帯、低所得者、障がい者、外国人、保護観察対象者、感

　　　　染症の拡大により生活に困窮した人等、民間住宅市場において、自力で住宅を確保す

　　　　ることが困難な住宅確保要配慮者に対し、安心して住み続けられるよう、多様で重層

　　　　的な住宅セーフティネットの構築を図る。

　　　○住宅セーフティネットの中核として、市営住宅の適正な供給と多様な活用を推進する。

　(2) 施策の体系

・住宅確保要配慮者の入居を拒まない民

　間賃貸住宅や、地域優良賃貸住宅(※1)

　についての情報提供の充実を図り、供

　給を促進する。

・民間賃貸住宅入居者を対象とする家賃

　補助制度の拡充を検討する。 ○ ○

●若者世帯定住促進家賃制度

・需要推計の検討や供給目標の設定に基

　づき、管理戸数を検討する。また、整

　備にあたっては、借り上げ方式等の民

　間活力の導入も検討する。

・日常的な維持管理の他、必要に応じた

　居住性向上、福祉対応、安全性確保、

　耐久性向上のための長寿命化改善を実

　施する。

・（新）住宅施策と福祉施策の連携によ

　討する。

※1：住宅確保要配慮者向けの公的賃貸住宅で、事業主体は民間事業者または地方公共団体。建設整備費や家賃の低廉化

　に対する国の支援がある。「高齢者向け優良賃貸住宅」「特定優良賃貸住宅」が含まれ、近年の「サービス付き高齢者

　向け住宅」もこの制度に含まれる。
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　特に民間市場で住宅取得が困難な者を

　対象に適切に供給する。入居条件につ

　いても柔軟な対応を検討する。

将来目標に基づく適切
な戸数の供給

○

公営住宅等長寿命化計
画に基づく改善事業の
実施と維持管理の継続

○

多様で重層的な住
宅セーフティネッ
トの構築

低所得者向け家賃補助
制度の拡充

　る高齢者向け住宅のシルバーハウジン

　グ(P54)やグループホーム、空室を活用

　したシェアハウス（P54)等の取組を検

　　基本方針５：住まいのセーフティネットの充実

具体的施策 施策の種別

概　要施策方向
取組

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
直接 支援 誘導

民間住宅を活用した居
住の安定の確保

○

市営住宅の適正な
供給と管理の継続

公営住宅の多様な活用 ○

公営住宅の適切な供給

・住まいのセーフティネットの要として、

○ ○
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P53：シルバーハウジング（SH）のイメージ図

　　高齢者向けにバリアフリー仕様がなされた公営の集合住宅。建物にはライフサポートアドバイザー（LSA）と呼ばれ

　る生活援助員が常住し、居住者の日常の生活援助等を行うほか、緊急通報システムや見守りセンサーの設備も導入され

　おり、病気がちな一人暮らしでも安心な住まい

P53：市営住宅のシェアハウスとしての活用イメージ図

　　一人暮らし高齢者等が友人と互いに協力し合って共同で生活したいという居住ニーズに対応するもので、家賃負担の

　軽減や緊急時の助け合いを図ることが可能

（事例）名古屋市営住宅

　　　ナゴヤ家ホーム（なごやかほーむ）
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公営住宅
・世帯向け住戸の
　空室等の活用

（実施主体）
・射水市
・NPO法人等

射水市

公営住宅の
目的外使用

募集・運営

サービス提供

・安否確認
・生活相談
・共用リビングの運営
　等

相互の
支え合い
見守り

共用の居間
浴室等

・一人暮らし高齢者
　等

・一人暮らし高齢者
　等

・一人暮らし高齢者
　等

LSAによる
支援サービスの提供

生活相談室・団らん
室等の整備

バリアフリー住戸
緊急通報システム

福祉施設等

サポート

福祉施策 住宅施策

福祉サービスの提供

シルバーハウジング

連　携

・在宅介護支援
　センター
・デイサービス
　センター等

（公営住宅）

（事例）南砺市遊部住宅のぞみ SH10戸
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　　基本方針６：地域の住み良さが実感できる住まいと住環境づくり

　(1) 施策の方向性

　　○射水市都市計画マスタープランと連携した居住誘導を図る。

　　○歴史的住まいや町並みを次世代に継承するため、町並みの保全・修景を促進する。

　　○地域の自然、風土、景観と調和したネットワークの形成を図り、魅力ある住環境づくり

　　　を推進する。

　(2) 施策の体系

・それぞれの地域の特性に応じ、良好な

　市民への情報提供を行い、計画に基づ

　いた居住誘導を推進する。

・（新）市内には内川、下条川等の河川

　や豊富な緑、旧街道沿いには宿場町や

　陣屋町等の歴史的町並み、農漁村集落

　等には下見板壁や漆喰壁等の伝統的な

　住宅が多く残っている。これらの地域

　資源を保存、活用し、魅力ある住環境

　づくりを推進する取組に対し、助成金

　等の支援を検討する。

・地域固有の景観と調和するように、住

　民発意に基づく地区計画（※1)や建築

　協定（※2）等の情報提供を行い、普及

　促進を図る。

●地区計画22か所、建築協定等2か所

・（新）地域固有の住まいや住環境の良

　さを発見し守り育てる活動を、ワーク

　クショップ等で住民と情報共有を図り、

　推進する。

・（新）教育機関やＮＰＯ団体等と連携

　し、シンポジウム開催等で住教育の充

　実を図る。

※1：建築物の高さや用途の制限等、細かなルールを定めたり、地区内に必要な道路や公園等を「地区施設」として位置付

　けることにより、地区の特性を活かした街づくりを進める制度。行政が主体となって運営する公的な制度であり、区域内

　で建築行為等を行う場合には、その内容を事前に市長に届け出ることが都市計画法で義務付けられている。

※2：住宅地や商店街の一定の区域内に権利を所有する住民自らが、建築物に関するルールを定めることができ、お互いに

　ルールを守り合うことを約束する制度。区域内の全員の合意と市長の認可をもって成立する。

○ ○

　【目標３】地域特性を活かした安全で魅力ある住環境の創出

（（新）新規施策、●印は実施中の事業）

施策方向

具体的施策 施策の種別

取組
概　要

直接

　住環境の形成や適正な土地利用のため、
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支援 誘導

地域の特性を踏
まえた土地利用
の推進

射水市都市計画マスタ
ープランを踏まえた土
地利用と居住の誘導

○

地域特性を活か
した魅力ある住
環境づくり

歴史的・文化的資源を
活かした町並みの形成

○ ○

地区計画、建築協定等
の普及促進

○ ○

地域の住環境づくりへ
の参加促進と住教育の
充実
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・（新）本市には住宅関連の地場産材と

　して、アルミ等の住宅建材や瓦、伝統

　技術としては竹内源造に代表される左

　官技術等がある。また県木材研究所も

　あることから、これらを活かした「地

　組を支援し、地域の魅力ある住文化や

　伝統技術の継承を図ると共に、地場住

　宅関連産業の活性化を促進する。

・（新）住宅の設計、維持・管理等あら

　ゆる段階においてICTやIoTを活用した

・富山県産材を利用した住まいの新築や

　増改築を促進する。

・地元の工務店等が連携して取り組む地

　産地消型住宅産業の育成を支援する国

　の補助制度等の情報提供を行い、普及

　啓発を図る。

●地域型住宅グリーン化事業（※1）

・（新）少子高齢化の進展や空き家等の

　増加が見込まれ、成熟し、まとまった

　集積を持つ住宅地である太閤山地区が、

　南部内陸地域の居住拠点のモデルとな

　るようリノベーションを進める。

※1：環境負荷の低減を図るため工務店等が木材、建材等の関連事業者と連携し、省エネルギー性能や耐久性等に優れた

　木造住宅の建築や、これと併せて行う三世代同居への対応に対して支援を行うことにより、消費者の信頼性向上、地

　域経済の活性化、木材自給率の向上、住宅の省エネルギー化の向上、そして子育てを家族で支え合える三世代同居等

　の環境づくりを目的としている。
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○

居住再生モデル
ゾーンの創出

既存住宅地のリノベー
ション ○ ○ ○

地産地消の住宅産
業の育成

射水市独自の住宅モデ
ルの構築

○

　産地消」型の住宅モデルを構築する取

　DX（デジタル・トランスフォーメーショ

富山県産材の利用促進 ○

住宅関連業者との連携
促進

施策方向

具体的施策 施策の種別

取組
概　要

直接 支援 誘導
((新)新規施策、●印は実施中の事業)

　ン）の推進により住宅産業を育成する。

○

・アルミ、瓦、左官、木材　他

地場産業業者 流通業者

建築設計事務所
中小工務店

国からの各種補助事業

連携連携 地産地消型住宅産業

・アルミ、瓦、左官、木材　他

大学・研究機関
・県立大学他
・木材研究所
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　(1) 施策の方向性

　　　○住まいの耐震化や市街地の不燃化を促進し、災害に強く安全で快適な住環境づくりを

　　　　推進する。

　　　○大規模災害を想定した取組を推進する。

　(2) 施策の体系

・木造住宅の耐震化を促進するため、耐

　震診断、耐震改修工事に関する支援の

　充実を図ると共に、情報提供や無料相

　談会等の充実を図る。

●木造住宅耐震改修等支援事業

●地域住宅相談所

　準防火地域指定の状況に対応し、住宅

　の不燃化を促進する。

・密集市街地における防災機能（地震・

　火災・水害等）の充実を図るため、新

　湊地区で事業を展開中である。

　今後他地区への展開も検討する。

●放生津地区重点密集市街地整備事業

・老朽化が進み、危険になった空き家の

　除却を促進するため、解体費用の一部

　助成をする。

　感染症の拡大による解雇に伴い住居か

　ら退去を余儀なくされる方等を対象に

　市営住宅の空室の一時使用が可能なよ

　うに体制を整える。

・ハザードマップ（地震・火災・水害等）

　の周知を図ると共に、建物の耐震化や

　住宅用火災警報器の設置を促進する。

・住民の自主的な防災活動への参加等、

　様々な人々を対象とした防災意識の向

　上に向けた啓発活動を行う。

防災意識の向上 ○ ○
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災害に強いまちづ
くり

市営住宅の一時使用 ○

・大規模災害の発生時における被災者や、

安全で快適な住環
境づくり

耐震化の促進 ○ ○

市街地住宅の不燃化の
促進

○

災害に強い住環境整備 ○ ○

危険空き家の除却 ○ ○ ○

●特定空き家の認定及び除却促進（P48）

・木造住宅が密集する市街地では、防火・

　　基本方針７：安全で快適な住環境の形成

具体的施策 施策の種別

概　要施策方向
取組

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
直接 支援 誘導



第4章

　　基本方針８：支え合う住環境づくり

　(1) 施策の方向性

　　　○地域の空き家等の住宅ストックを活用し、コミュニティ活動の拠点づくりを推進する。

　　　○様々な人が助け合い、支え合って暮らせる共生型住まいの普及啓発を図る。

　　　○多様な人々が集まって住む豊かなコミュニティづくり、地域づくりに向けた取組を推

　　　　進する。

　(2) 施策の体系

・地域住民や民間事業者と連携し、空き

　家等を地域活性化施設（交流・学習、

　体験、創作活動、福祉、防災拠点等 ）

　に転用する取組を、国の支援策を活用

　して推進する。

・子育て世帯等と親世帯との同居、隣居、

　近居等の選択居住を推進するため、支

　援策を拡充する。

●親・祖父母と暮らす住宅リフォーム等

　支援事業

・（新）複数の人が集まって住みながら、

　自分らしく生活できるシェアハウスや

　コレクティブハウス（※1）等、多様

　な住まい方の情報発信や普及啓発を図

　り、事業化に向けた支援策を検討する。

・（新）子どもや高齢者、障がい者、外

　国人、移住者等、様々な人々が集い交

　流する場をつくる地域の取組を支援し、

↓ 　促進する。

※1：北欧発祥の住まい方で、独立した専用住居と皆で使う共有スペースを持ち、生活の一部を共同化する居住形態。自分

　や家族の生活は自立しつつも、血縁に拘らない広く豊かな人間関係の中で暮らす住まいのかたち（P59参照）
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共助・共生型住まいの
普及啓発

○ ○

多様な人々が集ま
って暮らす地域づ
くり

多様な人々が集う交流
の場づくり

○ ○

多世代居住等の多
様な選択居住の推
進

多世代同居、隣居、近
居への支援

○ ○

空き家を活用した
コミュニティ拠点
づくり

空き家を活用した地域
活性化施設づくり

○ ○

　【目標４】連携・協働の取組による住宅施策の推進

具体的施策 施策の種別

概　要施策方向
取組

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
直接 支援 誘導
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・外国人等、価値観やライフスタイルの

　異なる人々が、安心して入居できる“

　登録住宅（P49）”の供給を促進する。

　化に関する知識や入居手続き、言語面

　での意思疎通の円滑化の促進等の支援

　体制を充実する。

・地域の課題を地域ぐるみで解決できる

　よう、地域振興会や単位自治会組織に

　対し、地域で支えあうコミュニティづ

　くりを支援する。

●地域型市民協働事業（※1）

●地域提案型市民協働事業（※2）

【参考：共生型住まい（コレクティブハウス、シェアハウス）の概念図】

※1：市民自らが地域の課題を解決し、地域にあったまちづくりを実現するために、地域振興会と行政がそれぞれの役割と責任を

　認識した協働のまちづくりを進めるもの。市は財政的な支援や活動拠点への支援、人材育成への支援を行う。

※2：地域にあったまちづくりの実現に向けて、地域振興会の自由な発想を活かした公益的及び社会貢献的な事業の提案を公募し、

　地域振興会と市が協働で事業を実施するもの

地域で支え合うコミュ
ニティづくり
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○○

具体的施策 施策の種別

概　要

↑
・（新）外国人に対しては、日本の住文　

施策方向
取組

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
直接 支援 誘導

外国人等が入居しやす
い民間住宅の供給促進

○ ○

個室

個室

個室 共用空間

○シェアハウス

　一戸又は一棟の住宅に複数人で共

同で暮らす居住形態

　寝室等の個室を占用スペースとし、

共用空間での交流や支え合い、家事

の分担等を特徴とする。

食堂・居間、

浴室、便所、

等

シェアハウス

独立性

住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸

▼

住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸

共有リビング（団らん室、育児室、台所・食事室等）

家事等の一部分担（清掃、食事、買い物等）

専用出入り口

共用廊下 階段・ＥＶ居住者のイメージ

・子育て核家族

・高齢者の一人暮らし

・女性の一人暮らし

・ひとり親家族

・シングル親介護世帯

・夫婦のみ家族

・学生

※入善町営住宅等の例より

　　独立した居住空間を保持しつつ、共用空間を設け血縁に依らず、

　複数の家族が共に暮らす居住形態

　　一緒に食事したり育児を分担したりするコミュニティ重視型の

　集合住宅

○コレクティブハウス

共用空間

共用空間

○コレクティブハウス

独立した居住空間を保持しつつ、共用空間を設け、複数の家族が共に暮らす居住形態

一緒に食事したり育児を分担したりするコミュニティ重視型の集合住宅

居住者のイメージ

・子育て世帯

・高齢者の一人暮らし

・女性の一人暮らし

・ひとり親世帯

・シングル介護世帯

・夫婦のみ世帯

・学生
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　(1) 施策の方向性

　　　○既存の住まいの相談窓口と連携し、総合相談窓口としての体制を充実する。

　　　○地域で取り組む住まいとまちづくり活動への支援を拡充する。

　　　○本市の住まいや住環境等に関する様々な情報を、多様な場所や媒体を通して発信する。

　(2) 施策の体系

・居住・定住支援サイト「射水でくらす

　Live in Imizu」や各種リーフレット、

　情報ネットワーク等を活用し、本市の

　住まいの魅力情報の発信を強化する。

・（新）住まいに関する制度や支援制度

　等は多岐にわたり、発信元も様々であ

　ることから、これらの情報の一覧表を

　作成し、市民に提供する。

　合わせて、住宅関連業者に対しても住

　宅施策を含めて情報提供する。

・（新）既存の住宅相談所等との連携を

　強化し、情報を共有しながら、住まい

　の総合情報が市のどこの関連部署でも

　環境部局との連携協働の体制づくりを

　行う。

●（社）県中央古民家再生協会との連携

・住まいや住環境に関する地域課題の解

　決に向けて、市と地域振興会等の連携

　協働を推進する。

・（新）住まいや住環境について、地域

　に通う学生や若者等も交えて、テーマ

　毎のワークショップを開催し、まちづ

　くり意識の向上を図る。
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住まいとまちづく
り推進体制の構築

協働のまちづくりの推
進（P61）

○ ○ ○

まちづくりワークショ
ップの開催

○

住まいとまちづく
りに関する総合窓
口の充実

連携・協働による総合
窓口（P61）の充実

○ ○ ○

●地域住宅相談所との連携

　気軽に得られるよう、特に教育・福祉・

住まいとまちづく
りに関する情報の
発信

移住・定住を促す魅力
情報の発信

○ ○

制度等のPR、普及活動
の推進

○ ○

　　基本方針９：住まいとまちづくり推進体制の充実

具体的施策 施策の種別

概　要施策方向
取組

((新)新規施策、●印は実施中の事業)
直接 支援 誘導
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P60：連携・協働による総合窓口の充実

P60：協働のまちづくりの推進

―61―

・地域住宅相談所
・(一社)県古民家再生協会
・地域包括ケアシステム
（相談窓口）　他

　○空き家に関する内容
　○不動産の管理処分に関する内容
　○移住、定住、住み替えに関する内容
　○子育て、高齢者、障がい者等の住まい
　　に関する内容等

射水市役所
関係各課

関係団体、専門家
富山くらし・しごと
支援センター（県）

連携

連携連携

【住まいの総合窓口】
【相談内容】

□住まいや住環境に関する地域課題

・空き家対策

・防災住まいづくり

・子供や高齢者等に優しい住まいや住環境づくり

・地域の住文化の継承

・広場等住環境の充実

・町並み等住景観の保全　等

地域振興会等 射水市

連携

提案

支援

解決に向けた取組
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２　公営住宅等の目標戸数

　(1) 将来需要の見通しによるストック量の推計

　　　公営住宅等の需要の見通しの検討にあたっては、総務省が公表している国勢調査及び住

　　宅・土地統計調査等を基に、国土交通省の推計方法を用いて算出した。

　　　この算定結果では、公営住宅の施策対象として設定した「借家に住む著しい困窮年収未

　　満世帯」数は、本計画の目標年度である令和12（2030）年度では、1,292世帯と推計した。

　　　また、著しい困窮年収未満世帯のうち、下記に示す住宅確保要配慮者を設定した場合、

　　目標年度の令和12（2030）年度では780～840世帯（中間値810世帯）と推計した。

【住宅確保要配慮者】 ・最低居住面積水準未満世帯

・最低居住面積水準を満たす高齢者世帯

・最低居住面積水準を満たす親と子のいる世帯

・障がい者世帯

・生活保護世帯

・外国人

以上より、目標年度令和12（2030）年度における施策対象層は、810～1,292世帯

（中間値1,051世帯）と推計した。

　(2) 管理戸数の目標

　　　本市における現時点での公営住宅管理戸数は、市営が361戸、県営が1,045戸の合計1,406

　　戸であり、目標年度令和12（2030）年度における公営住宅施策対象層810～1,292世帯は、公

　　営住宅（市営・県営）の管理戸数合計1,406戸で十分充足している状況にあり、県と市の役

　　割分担の考え方によっては、なお余剰があると考えられる。

　　　本計画では、既に耐用年数の2分の1を経過している鉄筋コンクリート造の住棟は6棟あり、

　　このうち、庄川本町団地、八幡団地について、4階まで階段の昇降が困難等の理由により需

　　要が少なく、長期間空室となっている4階の一部、計16戸を計画期間内に用途廃止し、目標

　　戸数を345戸とする。

　　　他方、特定公共賃貸住宅は現在139戸供給されているが、今後は公的資金の支援を受けて

　　供給される民間の地域優良賃貸住宅の供給を促進するものとし、新たな供給は行わないも

　　のとする。

　　　また、現在の特定公共賃貸住宅については、一部では継続的に空室状態が続いているこ
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　　更を検討する。

　　　改良住宅は現在2戸で公募対象外となっており、将来的に空き家になった時点で公営住

　　宅として活用するものとする。

　　　なお本計画期間終了後は、需要推計や各団地の応募状況、市営住宅、県営住宅の役割分

　　担等を踏まえ、また、射水市公共施設等総合管理計画の削減目標や建物の老朽化度等を勘

　　案しながら、用途廃止を検討する等、総合的に判断していく。

R12（2030）年度における特定公共賃貸住宅の目標戸数

39戸（公営住宅への用途変更を検討）
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現在の公営住宅管理戸数

361戸

R12（2030）年度における公営住宅の目標戸数

345戸（現況より16戸減）

現在の特定公共賃貸住宅管理戸数

39戸
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３　市営住宅のストック活用計画

　(1) 市営住宅の役割

　　　市営住宅等の公的住宅は、社会情勢変化に合わせて量から質へ、さらに住宅セーフティネ

　　ット機能の強化、住宅市場の補完、そして、豊かな住生活の実現へとその役割が変遷してき

　　た。

　　　また近年では特に、住宅に困窮する低額所得者、民間市場で住宅を確保しにくい高齢者や

　　子育て世帯等に対し、福祉施策と連携した適切な供給が第一に求められるようになった。

　　　他方、市内14か所に点在する市営住宅は、地域空間を構成する公的な場所であり、地域に

　　開かれた交流の場として、また、安全で安心なまちづくりへの対応や優れた住景観形成への

　　寄与等、幅広い役割を担っていくことも求められる。

　　　これらを踏まえ、本市の市営住宅の役割として以下の3点を整理する。

　　　また、これらの役割を保持するため、適正な維持管理と改善事業を実施していく。

　(2) 市営住宅の整備・管理の方向性 

　　　今後の市営住宅の整備、維持管理の内容については、各団地・住棟ごとの劣化状況や構造

　　上の制約、財政上の理由等から、より詳細で具体的な検討を経て定めなければならない。

　　以下に、今後考えられる基本的方向性について整理する。

　　ア　住宅セーフティネットの要（かなめ）機能の発揮

　　　　住宅セーフティネットの要として、将来を見据えた必要量を確保していくものとするが、

　　　本計画期間内は、県営住宅との役割分担等を踏まえ、管理戸数を検討する。

　　　　また、福祉施策等と連携しながら、住宅確保要配慮者の優先入居枠を設けることや、高

　　　齢者向けのシルバーハウジングの導入等も検討する。

　　　　さらに、災害時等の緊急時の受入れ体制づくりや、民間賃貸住宅を一時的に借り上げる

　　　体制についても検討し、住宅セーフティネット機能の充実を図る。

１．住宅セーフティネット
の要（かなめ）機能の発揮

２．住まいのモデルとしての
役割の発揮

３．地域コミュニティ
活性化への寄与

市　営　住　宅
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４．適切な保守管理と長寿命化改善 ５．用途廃止と今後の活用方法の検討
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　　イ　住まいのモデルとしての役割の発揮

　　　　住宅の基本性能に係るハード面での先導的な取組を行い、民間住宅のモデルとなる良質

　　　なストックの形成を行う。

□住戸等の改善内容例

　住棟・住戸は、劣化状況や構造上の制約、財政上の理由等から改善内容にも限度があるが、以下に、

　改善内容の例を図示する。

　　ウ　地域コミュニティ活性化への寄与

　　　　著しい人口減少や高齢化の進行により、今後は、市営住宅団地内だけでコミュニティを

　　　維持していくことがますます困難な状況になることが予想される。このため、地域と一体

　　　となったコミュニティ活性化への対応や持続可能な住環境づくりが不可欠である。

　　　　市営住宅の空室や空き地を活用した集会所等の溜まり場づくりを推進し、これらを積極

　　　的に開放し、入居者と地域住民が一緒に交流できるようにする。

　　　　また、コミュニティ形成の要（かなめ）ともいえる子どもの遊び場等を充実し、子ども

　　　や母親等の交流を育む空間づくりを推進する。

　　　　さらに、高齢化の進展によるコミュニティの活力低下も懸念されており、若者層や子育

　　　て・ひとり親世帯の市営住宅への優先入居等を検討することにより、障がい者世帯や移住

　　　者世帯、外国人世帯等、多様な世帯が混住する地域づくりに配慮する。
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・浴室手摺設置
・ユニットバスや風呂釜
　電気温水器更新

・玄関出入り部の段差解消
・手摺、腰掛等設置

・電気容量のアップ

・トイレに手摺設置
・出入口幅の拡幅

・緊急通報非常灯の設置

・緊急通報装置
（ライフサポートアドバイザー、
　ケアマネージャー、消防等へ）
・人感センサーによる安否確認
　システム
・Wi-Fi環境の整備

・部屋間の段差解消

・必要に応じ畳をフローリングに変更
　し、安全で移動しやすい床に改善

・バルコニー防水性向上改善

・持ちやすい取っ手等に
　取替

・流し台の水洗金物の取替
・給水管、給湯管の更生
・排水管の清掃
・生ごみ処理装置設置

・屋上の防水性、断熱性向上
・外壁の防水性、断熱性向上改善
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　　　　また、市営住宅の屋外スペース等を利用して、災害発生時の身近な避難広場や活動場所

　　　として活用することも考えられる。

　　　　今後は、指定緊急避難場所としての活用や、海抜高さの表示、備蓄倉庫の設置等、災害

　　　時に活用できる機能を付加する。

　　　　また、災害時の情報受発信のため、情報通信インフラの整備を推進する。

□地域に開放された団地のイメージ

　　エ　適切な保守管理と長寿命化改善

　　　　市営住宅としての役割や居住者のニーズ、また、別途定める公営住宅等長寿命化計画に

　　　基づき、居住性、安全性、福祉対応等の改善に加え、建物の長寿命化改善とこれに基づく

　　　ライフサイクルコスト縮減に向けた取組を推進する。

　　オ　用途廃止と中長期的な今後の見通し

　　　　耐用年限が経過する市営住宅に関しては、用途廃止を検討する。また、生活利便性が高

　　　く多様な人々が交流する地域を形成するため、新たな形態での市営住宅を検討する。
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地域の開放性を高める敷地内通路

地域に開放された広場・子どもの遊び場
緊急車両の駐車スペース

地域に開放された集会所、ライフサポートアドバイザー室
災害時倉庫等

地域開放の植栽・花壇

緑の潤い環境
多世代居住の住戸
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　(3) 団地・住棟別事業手法の選定

　　　団地・住棟別のストック活用に係る事業手法の選定にあたっては、国土交通省による「公

　　営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）平成28（2016）年8月」に準拠した手順により行う。

　　　また、別途策定する「射水市公営住宅等長寿命化計画」に団地・住棟別事業手法を示す。

□団地・住棟別事業手法

庄川本町 4 16 14 中耐4 S58

港　町 1 12 12 中耐4 S48

1 24 20 中耐4 S46

2 24 19 中耐4 S50

3 24 23 中耐4 S52

4 24 20 中耐4 S51

1 18 18 中耐3 S61

2 24 24 中耐3 S62

1 24 24 中耐4 H4

2 16 16 中耐4 H5

1 32 32 中耐5 H7

2 12 12 中耐4 H11

1 24 24 中耐3 H9

2 21 21 高耐7 H12

3 21 21 高耐7 H13

立　町 1 11 11 中耐5 H9

赤　井 1 16 16 中耐5 H14 ※1 に同じ

すずほ D 2 2 木造平 H14

小計 361 345

- 1 1 木造平 H10

- 1 1 木造2 H10

小計 2 2

立　町 1 7 7 中耐5 H9

赤　井 1 24 24 中耐5 H14

A～C 6 6 木造2 H14

D 2 2 木造平 H14

小計 39 39

402 386

注：借り上げ市営住宅の都市再生住宅（リアン放生津、ラ・メール放生津）は除く。

計
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※2 に同じ
改
良
住
宅

中　村

特
公
賃
住
宅

※1 に同じ

すずほ ※2 に同じ

H15 木造で、計画期間に耐用年数の30年をほぼ経過する
団地群であるが、建物や設備周りの劣化状況につい
て定期的に点検を実施しながら適切な修繕対応を
行っていく。（※2）中　村 - 4 4 木造2 H10

木造2

海王町

大　門 1、2 12 12

建設
年度

具体的内容

公
営
住
宅

最も古い団地群であるが、近年、屋上及び外壁の防
水性向上、断熱性向上の長寿命化改善が行われた。
今後は、一部の棟を除き、配管類の更生と適切な修
繕対応を行っていく。
他方、入退去の状況をみながら、長期的には用途廃
止を含む減戸について検討していく。

八　幡

庄　西
計画期間内に耐用年数の半分以上を経過するので、
屋上の防水性向上、外壁及び配管類の長寿命化改善
と適切な修繕対応を行っていく。

殿　村

本　江

計画期間内は、耐用年数の半分以内であり、適切な
修繕対応を行っていく。但し、建物や設備周りの劣
化状況について定期的に点検を行っていく。（※
1）

種別 団地名 号棟
管理
戸数

目標
戸数

構造
形式
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４　地域特性を踏まえた住宅施策の方向性

　　本市では、地域毎にそれぞれ固有の特徴や課題があり、本計画の有識者意識調査において

　も様々な意見が寄せられた。

　　また、総合計画や都市計画マスタープラン等の上位関連計画でも地域別の基本計画が示さ

　れており、これらも踏まえながら、以下に地域別の住宅施策の基本方向について整理する。

　　なお、地域区分については、都市計画マスタープランで示された4つとした。
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Ｎ

0 1 2 3 4 5km

北部臨海地域

（特徴・課題）

・密集市街地が広がり、空き家も多く残る

　市街地居住地域

・町並み等歴史・文化資産が多く残ってい

　る。

・人口減少、少子高齢化が最も顕著な地域

（方向性）

「海・川の水辺、歴史・文化の魅力が輝き、

　活力ある産業と交流でにぎわう「みなと」

　まち」

（主要住宅関連施策）

①空き家への対応の強化

②密集地域での共同建替えへの支援強化

③買い物等への交通アクセス性の向上

④歴史的風情を感じる景観の保全・活用

南部内陸地域

（特徴・課題）

・生活利便施設や公共施設が多く立地す

　る中核市街地内での居住地域

・歴史的交通要衝で、歴史街道・史跡が

　残っている。

・市外からの人口流入が多く、新旧住民

　の交流促進が課題

（方向性）

「文教、学術、交通、多様な都市機能が

集積し、にぎわいあふれる、暮らしやす

いまち」

（主要住宅関連施策）

①人々の多様な交流を促す場づくりや、

　多世代居住や共生型居住の強化、公営

　住宅の活用検討

②歴史資産を活かした住環境づくり、ゆ

　とりがあり環境にもやさしい「モデル

　的住宅地形成」で移住・定住をさらに

　促進

北部内陸地域

（特徴・課題）

・大半が市街化調整区域で、農業環境の

　中の集落での居住地域

・高齢化率が市全体より高い。

・市民病院周辺での宅地開発が進行中

・平安期からの由緒ある加茂神社（下地

　区）等の歴史資産がある。

（方向性）

「豊かな田園環境の中、産業、交流、暮

　らしが調和するまち」

（主要住宅関連施策）

①多世代居住、親世代等との隣居、近居

　支援の強化

②高齢者向けの利用しやすい移動手段の

　導入や居場所づくりの推進

南部丘陵地域

（特徴・課題）

・田園、山林、丘陵地が広がり、集落が

　点在する自然豊かな居住地域

・広域交通アクセスの良さを活かし、企

　業団地が多く立地している。

・人口減少に伴うコミュニティ活動の維

　持、定住促進が課題

・公共交通の不満度が高い地域

（方向性）

「里山と田園が守られ、産業と暮らしが

　調和するまち」

（主要住宅関連施策）

①里山、農地保全のためにも、多世代同

　居、隣居、近居支援の強化

②地域住民の日常的交通移動手段の充実

地域内の市街地区域

クロスベイ新湊

越中大門

太閤山

都市連携・交流軸

都市中核拠点

地域居住拠点

広域都市連携軸
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５　重点テーマ

　　住宅施策上の課題に対応し、計画理念の実現のために、射水市第２次総合計画や国・県の住

　生活基本計画等を踏まえ、優先的に対応すべき以下の3つの施策を「重点テーマ」と位置付け、

　重点的に取り組む。

　(1) 空き家の管理と活用

　　　空き家の適正管理の促進、空き家情報や相談体制の充実による地域の活性化、そして空き

　　家活用の移住定住促進に重点的に取り組む。

　　　○空き家の適正な管理の促進 基本方針2-（1）

　　　○空き家のリフォームと流通促進 基本方針2-（2）

　　　○空き家を活用した地域課題の解決に向けた取組 基本方針2-（3）

　　　○移住・定住者への居住支援 基本方針3-（2）

　　　○空き家を活用したコミュニティ拠点づくり 基本方針8-（1）

□空き家への対応関連施策イメージ図

　(2) 地域共生社会の実現に向けた住環境づくり

　　　誰もが安心して自分らしく暮らせるよう、地域住民等が支え合い、ともに参加する地域

　　共生社会の実現に向けた取組を推進する。

　　　○魅力ある住まいや宅地の供給 基本方針3-（1）

　　　○若者・子育て世帯への住宅供給や住環境づくり 基本方針4-（1）

　　　○高齢者等世帯への住宅供給や住環境づくり 基本方針4-（2）

　　　○多世代居住等の多様な選択居住の推進 基本方針8-（2）

　　　○多様な人々が集まって暮らす地域づくり 基本方針8-（3）
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空き家の管理と活用

・空き家のリフォーム支援

・空き家の適切な管理、
　調査・評価
・空き家情報バンクへの登録促進
・空き家情報の発信

・市外から空き家への
　移住定住支援

・空き家活用で地域コミュニティ施設づくり
・まちなか空き家活用でまちなか居住誘導

・空き家活用の
　住み替え促進
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□地域共生社会の実現に向けた住環境づくり関連施策イメージ図

　(3) 住まいのセーフティネットと安全で快適な住環境の形成 

　　　安全・安心な住環境づくりを目指し、また、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

　　定確保のために、民間と行政との連携、福祉施策や他の関連施策との連携を通じ、住まいの

　　セーフティネットの充実等に重点的に取り組む。

　　　○多様で重層的な住宅セーフティネットの構築 基本方針5-（1）

　　　○安全で快適な住環境づくり 基本方針7-（1）

□住まいのセーフティネットと安全で快適な住環境づくり関連施策イメージ図
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地域共生社会の実現に向けた住環境づくり

・多世代同居、隣居、近居促進

・住宅取得支援
・家賃補助拡充

・子育て住環境づくり
 （遊び場、公園）

・子育て中堅所得者世帯向け
　公的住宅の供給促進
 （地域優良賃貸住宅）

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

・高齢者の居場所づくり
・地域活動の拠点づくり

・市営住宅への要配慮者優先入居
・シルバーハウジング、
　コレクティブハウス、
　グループホーム等の共生型住宅
　の啓発や供給促進

・民間賃貸住宅入居者への
　家賃補助の拡充
・要配慮者登録住宅の供給促進

・住まいのセーフティネットと
　安全で快適な住環境の形成

・家賃補助もある
　公的住宅の供給促進
 （地域優良賃貸住宅）

・住まいの耐震化
・市街地住宅の不燃化
・危険空き家の除却
・災害に強い住環境づくり
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６　成果指標

　基本目標の実現に向けて、各目標に対する成果指標を以下のとおり設定し、効果検証・事

業改善を行う。

・空き家情報バンクへの
　登録件数

36件／年 50件／年

・空き家の有効活用（※
1）
　支援件数

10件
（H26～H30）

43件
（H26～R12）

・新築住宅における認定
　長期優良住宅の割合

9%／年 12%／年

・指定宅地（※2）での住
宅
　建築率

41.9%
（H17～H30)

60%
（H17～R12）

・移住施策（※3）を活用
し
　て市外から移住した延べ
　人数

88人／年 120人／年

・地区計画、建築協定、
　緑地協定の締結件数

25件
（H8～H30）

37件
（H8～R12）

・木造住宅耐震改修等支援
　事業件数

3件／年 5件／年

・住宅相談窓口年間相談数 36件／年 50件／年

・親・祖父母と暮らす住宅
　リフォーム等支援事業
　件数

―
5件

（R2～R4）
（※4）

・地域共生社会の取組(※
5)
　地域数

―
5地域

（R3～R12）

※1：「商店街等新規出店支援補助金」等による空き家の有効活用

※2：P50「指定宅地取得支援助成制度（団地型）」に指定する宅地

※3：「若者世帯定住家賃補助事業」や「きららか射水移住支援事業」など

※4：事業の実施期間が令和2年度から令和4年度のため、目標値をその期間の累計値とした。今後、計画の見直しと合わせ、

　　目標値も見直す。

※5：地域支え合いネットワーク事業を基盤として、高齢者や障がい者など多様な方がコミュニティセンター等において交

　　流し、住み慣れた地域で役割や生きがいを持って、自分らしく暮らしていく地域づくり

　

R12目標値

【目標１】
良質な住宅ストックの
形成と効果的な活用

【目標２】
誰もが安心して住み続
けられる住環境の形成
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【目標３】
地域特性を活かした安
全で魅力ある住環境の
創出

【目標４】
連携・協働の取組によ
る住宅施策の推進

基本目標 成果指標 H30実績値
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第５章　計画の推進に向けて

１　計画の推進体制

　　計画の推進に当たっては、市民や関係団体、民間事業者、行政等の各主体が、それぞれの

　役割を認識した上で、連携・協働で取り組むことが重要である。

　(1) 市民や関係団体との連携

　　　住宅施策は、行政のみで取り組むものではなく、市民自らが主体的に住まいや地域のあ

　　り方を決めていくことが重要であり、様々な関係団体や行政と連携・協働して取り組むこ

　　とが求められる。

　　　特に、地域固有の課題解決に取り組む地域住民やコミュニティ組織に対し、支援の強化

　　が求められる。

　　　また、多様な住まい方の提案や啓発活動等、専門家の派遣や勉強会、シンポジウム等の

　　開催を通じ、地元組織に対する働きかけも重要である。

　(2) 民間事業者との連携

　　　具体的住宅施策の展開にあたっては官民連携して進めることが不可欠であり、そのため

　　異業種交流会の開催など、民間事業者の創意工夫が発揮しやすい環境づくりをリードしな

　　がら取り組むことが重要である。

　(3) 庁内関係各課の連携

　　　今後の住宅施策の推進については、高齢者、障がい者、子育て、外国人世帯等の福祉や

　　環境、観光、労働等の様々な分野との連携が不可欠であり、部局毎の横断的な対応が求め

　　られる。従って、関係各課による情報の共有や関連計画との整合性を図りながら、本計画

　　が掲げる理念や目標の実現に向けた取組を行うことが重要である。

２　計画の見直しと施策の評価

　　本計画の対象期間は10年間であるが、社会情勢や経済状況の変化や国・県の動向、施策の

　進捗状況等も勘案し、概ね5年を目途として見直しを行うものとする。

　　また、施策の進捗状況に伴う効果を分析、評価し、新たな施策に反映させるため、住宅ス

　トックの現状や住宅市場の状況等、各種統計調査等により継続的に把握し、前章で示した目

　標達成度を示す成果指標により、チェックを行う事が重要である。
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３　新たな視点

 (1)SDGsとの関係

　　SDGsは「Sustainable Development Goals」の略で、2015年9月の国連サミットで採択さ

　れた2030年までの長期的な開発の指針「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載

　された「持続的な開発目標」であり、国際社会共通の目標である。

　　SDGsを全国的に実施するためには地方自治体及びその地域で活動するステークホルダー

　による積極的な取組を推進することが必要不可欠であることから、本計画の基本目標とS

　DGsとの関係を整理し、計画を推進する。

【基本目標ごとの関連】

 (2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大による新しいライフスタイルへの対応

　　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、テレワークの活用や地方への移住、

　複数地域での居住を実践する動きが進んでいる。このことを踏まえ、新しいライフスタイ

　ルに対応した選択ができるよう住環境の多様化・柔軟化を推進する。

 (3)新技術の活用、DXの進展

　　5G等の情報通信インフラの整備が進むとともに、社会経済のDXが進展し、新たなサー

　ビスや技術の開発が進められている。住宅分野においても、IoTを活用した安全・安心

　の確保や自動化による生活利便性の向上に取り組む必要があることから、新技術の活

　用を推進する。
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目標１
良質な住宅ストックの形

成と効果的な活用

目標２
誰もが安心して住み続け
られる住環境の形成

目標４
連携・協働の取組に
よる住宅施策の推進

目標３
地域特性を活かした

魅力ある住環境の創出
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